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【開催日】 平成３０年９月４日 

【開催場所】 第２委員会室 

【開会・散会時間】 午前９時～午後２時５６分 

【出席委員】 

分 科 会 長 河 野 朋 子 副 分 科 会 長 伊 場   勇 

委 員 笹 木 慶 之 委 員 髙 松 秀 樹 

委 員 長谷川 知 司 委 員 宮 本 政 志 

委 員 森 山 喜 久   

 

【欠席委員】 

なし 

【委員外出席議員等】 

議 長 小 野   泰 副 議 長 矢 田 松 夫 

 

【執行部出席者】 

副市長 古 川 博 三 総務部長 芳 司 修 重 

総務課課長補佐 田 尾 忠 久 総務課秘書室長 古 屋 憲太郎 

人事課長 辻 村 征 宏 税務課長 石 田 恵 子 

税務課課長補佐 伊與木   登 税務課収納係長 畑 中 徳 行 

税務課市民税係主任 山 口 大 造 税務課固定資産税係長 藤 澤   竜 

消防課長 西 原 敏 郎 消防課主幹 岩 村   淳 

消防課消防庶務係長 日 髙 辰 将 企画部長 清 水   保 

企画部次長兼財政課長 篠 原 正 裕 企画政策課長 和 西 禎 行 

企画政策課課長補佐 杉 山 洋 子 企画政策課企画係長 宮 本   渉 

企画政策課行革推進係長 佐 貫 政 彰 財政課主幹 梅 田 智 幸 

財政課課長補佐 大 濵 史 久 財政課調整係長 鈴 木 一 史 

財政課調整係主任主事 伊 勢 克 敏 情報管理課長 山 根 正 幸 

情報管理課課長補佐 村 上 信 一 地域振興部長 川 地   諭 

シティセールス課長 吉 井 明 生 シティセールス課課長補佐  大 井 康 司 

シティセールス課市民館長  舩 林 康 則 文化振興課長 長 井 由美子 
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スポーツ振興課長 矢 野   徹 子育て支援課長 川 﨑 浩 美 

子育て支援課保育係長 野 田 記 代 山陽総合事務所長 堤   泰 秀 

地域活性化室長 吉 村 匡 史 市民窓口課長 川 﨑 信 宏 

会計管理者 沼 口   宏 教育長 宮 内 茂 則 

教育部長 尾 山 邦 彦 教育総務課長 吉 岡 忠 司 

教育総務課課長補佐兼総務係長 矢 野 亜希子 教育総務課学校施設係長 若 松 宗 徳 

学校教育課長 三 輪 孝 行 学校教育課主幹 真 鍋 伸 明 

学校教育課主幹 麻 野 秀 明 学校教育課学務係長 三 藤 恵 子 

埴生幼稚園長 髙 橋 和 世 学校給食センター所長 井 上 岳 宏 

学校給食センター所長補佐  山 本 修 一 社会教育課長 河 上 雄 治 

社会教育課課長補佐兼青少年係長 池 田 哲 也 社会教育課主査兼文化財係長 西 村 一 郎 

社会教育課社会教育係長 中 村 扶実子 社会教育課公民館係長 柿 並 健 吾 

中央図書館長兼厚狭図書館長 山 本 安 彦 中央図書館副館長 亀 田 政 徳 

厚狭図書館副館長 渡 邉 育 学 歴史民俗資料館長 若 山 さやか 

選挙管理委員会事務局長 白 石 俊 之   

 

【事務局出席者】 

事務局長 中 村    聡 議事係長 中 村 潤之介 

 

【付議事項】 

１ 議案第５８号 平成２９年度山陽小野田市一般会計歳入歳出決算認定につ

いて 

２ 議案第７０号 平成３０年度山陽小野田市一般会計補正予算(第３回)につ

いて                    （総務文教分科会所管分） 

 

午前９時 開会 

 

河野朋子分科会長 おはようございます。ただいまから一般会計予算決算常任

委員会の総務文教分科会を開会いたします。それでは、今日は審査番号

⑤番から審査したいと思いますので、１０款の教育費のところで審査対
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象事業がありませんので、２７２ページから２８７ページ、この部分に

ついて質疑を受けたいと思います。質疑のある方はお願いいたします。 

 

森山喜久委員 ２７９ページの２の公民館費の関係で、今頂いている実績報告

書のほうでいえば３３ページ、３４ページなんですけれど、各公民館で

様々な主催事業、共催事業を公民館クラブ等で運営されてきているわけ

なんですけれど、こちらの実績報告書を見たときに正直に言って６００

万円台、９００万円台のところもあれば、７０万円台とか５０万円台と

いうふうな実績のところもあるんですが、各公民館のほうでこれだけ決

算額の差があるというふうなことは、どういう状況なのか御説明いただ

きたいと思います。 

 

河上社会教育課長 まず、公民館によって、講師謝金でいえば、事業の量ある

いはその講師の単価が違う講座等もございますし、また、それぞれの運

営費と言いますか光熱水費等も違うところもあります。委託料の関係に

ついても、内容が違うところもありますので、その辺の差が生じてきて

いるのであろうというふうに思っております。 

 

河野朋子分科会長 今、顕著に違う部分を多分お聞きになりたかったんだと思

いますけれども、多少の差があるのは理解できますが、これだけ金額が

違うことについて理由があると思いますので、その辺についてお願いい

たします。 

 

河上社会教育課長 大きな差が出ておりますのは、例えば高千帆公民館では勤

労青少年ホームと併設をしております。その関係で勤労青少年ホーム費

のほうで運営費が賄われているところがありますし、また小野田公民館

であれば市民館、それから厚狭公民館であれば複合施設と併設となって

おりますので、その点で運営費等がそちらのほうで賄われているという

ところの差が大きく出ているのかと思います。 
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河野朋子分科会長 幼稚園のところ。幼稚園の現状というか園児数とかその辺

りについて少しお聞きしたいんですが、いかがですか。 

 

髙橋埴生幼稚園長 今年度９月１日現在で在籍数が２３名となっております。

昨年度の同じ９月ですけれども、３１名になっておりましたので、年々

減少の傾向です。 

 

河野朋子分科会長 その減少の原因というのは少子化だけですか。それとも何

か原因は分析されておりますか。 

 

髙橋埴生幼稚園長 具体的な分析はしておりませんが、やはり少子化の影響が

大きいと思います。 

 

河野朋子分科会長 定員は９０名で良かったですかね。 

 

髙橋埴生幼稚園長 はい。そうです。 

 

笹木慶之委員 今の件ですが、自衛隊はどの程度影響しているんですか。例え

ば、２３人のうち自衛隊関係者が何人ぐらいか分かりますかね。 

 

髙橋埴生幼稚園長 今、１１名おります。 

 

笹木慶之委員 自衛隊が減っているんじゃないんですか。 

 

髙橋埴生幼稚園長 そうですね。随分減ってきていると思います。 

 

笹木慶之委員 それともう一点、２０の扶助費で約１割近い不用額が出ていま

すが、この不用額の原因は何でしょうか。２７５ページです。 

 

尾山教育部長 これは学校教育課の所管になりますので、後ほどお答えさせて
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いただきます。今、職員がおりませんので。ここは埴生幼稚園ではござ

いませんので。（「埴生ではないわけね」と呼ぶ者あり）市内の私立幼

稚園を対象にしたものでございますので、後ほど呼んでまいります。 

 

河野朋子分科会長 ２８７ページまででほかにありますか。 

 

髙松秀樹委員 ２７７ページの１３節委託料、放課後子ども教室コーディネー

ター委託料、これの説明をお願いできますか。 

 

河上社会教育課長 放課後子ども教室につきましては、放課後子ども教室の活

動の企画運営、それから講師、安全管理員、関係機関との連絡調整につ

いて、山陽地区の小学校校区に委託をしております。具体的には、厚狭

地区に１８万３，０００円、厚陽地区に１４万７，０００円、埴生地区

に１３万円、出合地区に５万９，０００円、津布田地区に４万８，０００

円を委託料としてお支払いしています。 

 

髙松秀樹委員 ということは、これはコーディネーターの人件費ということで

いいんですか。 

 

河上社会教育課長 はい、そうです。 

 

髙松秀樹委員 その下の学校支援地域本部業務委託料５１０万円、この内訳を

教えてもらえますか。 

 

河上社会教育課長 これは本市におきます小・中学校でそれぞれ学校支援地域

本部を設置していただいておりまして、そこに委託をしています。個々

の内訳は、有帆小学校が３２万５，０００円、高千帆小学校が２７万

２，０００円、高泊小学校がめっちゃサポーターズという組織を設けて

いるんですが３２万５，０００円、小野田小学校が３１万３，０００円、

須恵小学校が２７万９，０００円、赤崎小学校が２７万７，０００円、
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本山小学校が２７万７，０００円、厚狭小学校が２８万９，０００円、

出合小学校が２６万８，０００円、埴生小学校が２７万９，０００円、

津布田小学校が２４万５，０００円、それから厚陽は小・中学校になり

ますが４４万２，０００円、厚狭中学校が２７万２，０００円、埴生中

学校が２４万８，０００円、松原分校が１５万円となっております。 

 

髙松秀樹委員 各小・中学校に約３０万円委託料を支払っているということだ

と思うんですが、これは人件費に使えるんですか。 

 

河上社会教育課長 原則はその人件費につきましては、ボランティアというこ

とになりますので活動費がメーンとなってまいります。 

 

髙松秀樹委員 その上のコーディネーター委託料は、人件費で使っていらっし

ゃいますよね。今学校の現状は御存じだとは思うんですが、なかなかこ

の学校支援地域本部が形式的には組織されていますけれど、実質運営す

るときにいろんな学校が困っていらっしゃる。要は、いわゆるこれをま

とめる人がなかなかいないということで、これを人件費に使えないのか

という意見も恐らく出てきているんじゃないのかと思いますが、その辺

の教育委員会の考え方はいかがですか。 

 

河上社会教育課長 この事業につきましては、国・県のほうから補助を頂いて

いる事業となりますので、その辺の規定に沿って運営していかなければ

ならないというところがあります。地域支援本部については、人件費を

加味することはなかなか困難ですので、現状のままいかせていただけれ

ばと思っております。コーディネーターのほうは人件費が当然入ってお

ります。 

 

髙松秀樹委員 今の答弁では、この学校支援地域本部業務委託料は人件費には

使えないということでよろしいですか。 
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河上社会教育課長 大変失礼しました。ここの部分のコーディネーターの部分

は人件費として含まれております。申し訳ありませんでした。この学校

地域支援本部で活動しておるコーディネーターの人件費についてはこの

中に含まれているということです。 

 

髙松秀樹委員 地域本部のコーディネーターに人件費を支出しておる現実が今

あるんですか。 

 

柿並社会教育課公民館係長 学校支援地域本部事業に関しては、学校と地域を

結ぶコーディネーターさんが各学校に一人ないし二人いらっしゃいます。

そのコーディネーターさんに関しては、１時間当たり８００円という計

算で、年間上限９万６，０００円の額で、コーディネーターさんの謝金

というような形での支払をさせていただいている状況です。ボランティ

アさんに関しては、あくまでボランティアというような形になりますし、

継続性もないということもありまして、ボランティアさんに関しては謝

金等の支払はしていない状況です。 

 

髙松秀樹委員 そのコーディネーターに謝金を支払っておるというのは、全体

のうちの何校ですか。 

 

柿並社会教育課公民館係長 コーディネーターさんへの謝金に関しては、各学

校によってまた若干ばらつきはあるんですけれども、基本的には全校区

に関してお支払をされていらっしゃると認識しております。（発言する

者あり） 

 

河野朋子分科会長 不規則発言ですので、何かあれば手を挙げて発言してくだ

さい。 

 

柿並社会教育課公民館係長 私が公民館にいたときに、その学校支援地域本部

のお金のやりくりをさせていただいた関係もありまして、どんなもんか
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というのは把握しているつもりなんですけれども、実際にそのコーディ

ネーターの謝金を払うところで、大体３０万円という予算の中で謝金自

体が最大９万６，０００円まで払うということになると、ほかに使いた

いことがいっぱいあるとかという協議会の話があって、その額を減らそ

うというところもあるし、上限使おうというところもあるしということ

になるのではないかなと思います。私自体が把握していなかったのが大

変失礼だったんですけれど。 

 

髙松秀樹委員 学校支援地域本部事業をもう少しよく把握していただいて、こ

の本来の目的が達成できるようにしていただきたいなと思っています。

今のお話になるとそのコーディネーターについても、謝金を払うことが

できるということでしょうから、そこも含めてどういうふうにして行政

がサポートしていけば、地域本部がうまいことまわっていくのかってい

うことを注視していただかないと、恐らく余りうまくいっていない学校

もあるのかなという気がしますのでよろしくお願いします。 

 

尾山教育部長 先ほど笹木委員さんからお尋ねがありました幼稚園費、２７５

ページの下のほうの２０節扶助費でございますが、先ほど私は学校教育

課の所管と申し上げましたが、確かに平成２９年度まで学校教育課で所

管しておりましたけど、この４月に子育て支援課のほうに所管替えをし

た都合上、この決算審査については、このたび民生福祉常任委員会のほ

うでされるということになりましたので、お答えできません。 

 

宮本政志委員 ２７３ページの備品購入費２２２万７，６６３円の中に、こち

らの実績報告書３２ページの中学校の扇風機の設置で８０万８，０００

円とあるんですけど、この備品購入費に入っているということでいいん

ですか。 

 

河野朋子分科会長 ここは、後でやります。学校教育課のときにやります。 
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笹木慶之委員 ２７７ページの関係だと思いますが、文化財のことについてお

尋ねをします。文化財についてどういうふうな行政姿勢、あるいは平成

２９年度どのような対応がなされたのか。まず、お聞かせください。そ

れについて後で個別に申し上げます。 

 

河上社会教育課長 文化財につきましては、それぞれ負担金等でも挙がってお

りますけれども維持、管理、保存活用について、各団体等の協力もいた

だきながら努めているところでございます。 

 

笹木慶之委員 本市にはいろんな文化財があると思いますが、既存で例えば県

指定、あるいは市指定の文化財あります。まず一点目は、その保存のこ

とです。保存が的確にされておるかどうか。十分だと思われますか。 

 

河上社会教育課長 努めているところではありますけれども、昨今、破損等も

ひどくなって修繕等が間に合っていないところは多々あると認識してお

ります。 

 

笹木慶之委員 実は、埋蔵文化財等の問題で、まず古墳の関係です。厚狭地区

に二つ４世紀から５世紀にわたっての古墳がありますが、管理状態は十

分だと思いますか。 

 

河上社会教育課長 管理状態ももちろんですけれども、周りの環境、草刈り等

も含めて足りていないという状況にはあろうかと思います。ただ、この

予算の中でできる限り対応できるように努力はしているところです。た

だ、我々職員も今現在その足りていない部分について、対応ができるよ

うに努力をしておるんですが、数が多いという言い訳になりますけれど、

それができない現状もあるように思っております。 

 

笹木慶之委員 次に、天然記念物について申し上げます。埴生の松林、大丈夫

ですか。 
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河上社会教育課長 糸根の松原の件だと思うんですけれども、この辺の管理に

つきましては、都市計画にお願いをしてそちらのほうで管理をしており

ます。したがいまして、こちらのほうで直接管理をするところではない

んですが、看板等の設置、補修等はこちらのほうで対応するようにして

おりまして、今回そこの説明の看板が傷んでいるところがありましたの

で、今現在、修繕を図る予定としております。 

 

笹木慶之委員 今、一つずつ申し上げると長くなるのでいいですが、まず一つ

気になるのは都市計画に任しておるからということだけど、文化財です

よ。そうはいかんと思います。都市計画だと普通の松や杉でいいじゃな

いですか。天然記念物と銘打った以上は文化財ですから、１本１本の松

を指定しているわけじゃないんです。あの松林の群生を枯れたら植えて

補完する吉野の桜と一緒なんですよね。だから、その感覚を持って、糸

根の松林を守っていくということを伝承されないと。だから、委託され

るのはいいが報告を受けて、文化財として必要な措置をするということ

がまず要ると思います。それからその次に、今度は無形文化財。唯一の

無形文化財は何でしょうか。 

 

河上社会教育課長 先に糸根の松原の件なんですけれども、もちろん１００％

都市計画にお任せしているということではなく、都市計画課と社会教育

課で随時協議を行いながら、その管理運営について都市計画課に進めて

いただいています。それから二点目の御質問の無形文化財ですけれども、

厚狭の古式行事と認識しております。 

 

笹木慶之委員 その古式行事の保存について、今４５万円の補助金が出ていま

す。これは、地元の人たちが中心となって、もちろん無報酬で文化を伝

承するということなんですが、これにはやはり必要な道具が要るんです

よね。道具は実は３０年前に新たに全部やり替えました。今まで正式に

お披露目で使っていたものを練習用に回して、お披露目はお披露目とし
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て残していったんですが、そのお披露目用が朽ちてどんどん破損してい

る。これも４年も５年も前から言っていますが、一向にそれを補完する

という動きがありませんが、それはどういうことでしょうか。 

 

河上社会教育課長 私どもといたしましては、修繕をするという方向で考えて

おりますが、最初冒頭にも申し上げましたけれども、文化財そのもの全

般的に様々な修繕をしなければならないという課題が発生しておりまし

て、緊急性を要するものを順次修繕しているところです。当然この古式

行事についても非常に修繕が必要な状況と考えておりますけれども、そ

の順位付けの中でまだというようなところがありますけれども、できる

限り早目な対応をしていければと思っております。 

 

笹木慶之委員 実は、今、シティセールスをやっていますよね。これは本市の

魅力を外に発信するとかいろいろ全体的な流れの中で、その中での文化

財の位置付けというのは非常に重要じゃないんですか。だから、私は今

のそういうキャッチフレーズを出して、もちろん中身も行動もそうなる

わけでしょうが、そこにはきちっとした山陽小野田市にしかないものが

あるんです。これを売りにしないとどうしようもないんじゃないかと思

いますが、そのためには、やっぱり十分な管理と十分な皆さんにお示し

できる、来て見てもらう、そういうものをきちっとアピールすることが

必要ではないかと思いますが、その点についてどのようにお考えでしょ

うか。 

 

河上社会教育課長 まず、保存あるいは管理につきましては、繰り返しになり

ますけど十分にできていないという状況にありますけれども、とは言い

ながら私どもといたしましては文化財を保護する職務がありますので、

しっかりとできる限りのことは対応していきたいと思っております。ま

た、文化財を保護するに当たって、活用という職務もあります。したが

いまして、活用という部分も私どもといたしましても看板等を設置する

中でしっかりとＰＲをしていければと思っております。また、国のほう
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でも、この文化財の保護それから活用について、来年度法改正が行われ

まして市長部局に保護活用について所管替えができるような規定もでき

ると聞いております。この辺については、まだまだどういった方向性で、

あるいは具体的にどのようなことができるのかというところが示されて

おりませんので、その内容を把握する中でまたシティセールス課等の関

係各課と調整をしていきたいと思っておりますけれども、いずれにいた

しましても笹木委員がおっしゃるように、シティセールスという部分で、

文化財の活用についても私どもといたしましても十分に関係各課と連携

をしながら対応をしていきたいと考えております。 

 

笹木慶之委員 今、提示したのはごく一部なんですね。まだたくさんあります。

例えば白磁四耳壺であるとか物見山から出た鏡、いっぱいあると思うん

ですよ。特に白磁四耳壺というのは、国宝級とまで言われている。だか

らできるだけ外にアピールしていく。確かに来島又兵衛もいいですけど、

せっかくある文化財をもっともっと出していくことと、もう一点は、最

後になりますが、社会教育費の中で文化財の関係の保護がちょろちょろ

っと載っているではないですか。これをせめて目立てぐらい文化財の関

係を持っていって、もう一つは歴史民俗資料館費がありますが、これら

と一体化させて文化財を守っていくというような、もっと見える形を作

ったらどうかと思うんですが、副市長いかがでしょうか。 

 

古川副市長 今の文化財を今後どのようにして発信していくかということです

が、やはり今、地域資源を市の財産としてこれから外にＰＲしていこう

というのは今回の大きな課題でして、シティセールスがその任に当たっ

ておるというのは紛れもないことでございます。しかしながら、地域資

源の発掘整理というのは、今の所掌事務でいえば社会教育課に所管があ

るということで、そちらのほうでまずちゃんと整備をしていただくとい

うことになろうかと思います。先ほど、社会教育課長も申しておりまし

たが、法律の改正がありまして、文化財の所管を市長部局で取ることも

やぶさかではないというような法改正もできておりますが、これにつき
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ましては、今後の組織改編に向けて今までどおり社会教育課に置くのか、

市長部局が受け取るかというのはまた今後の協議事項になろうかという

ふうに思います。また、この費目の立て方ですが、地方自治法の施行規

則の中にいろいろございますので、これは財政のほうで検討することに

なろうと思いますが、どちらにいたしましても、まず、地域資源の整理

発掘という観点から申しますと、やはり、今も笹木委員が申されました

文化財というのはちゃんと整理するというところから作業を始めていく

もので、今までなかなかそれができていなかったというのが現状でござ

いますので、その辺のところからの整理がまず第一義だというふうに考

えます。 

 

笹木慶之委員 今、副市長が言われましたが、いずれにしても新しく造ること

ができないものなんですよね。だから失うことの怖さを知ってもらって

後世に伝えてもらいたいと思います。なお、あとは一般質問で行います。 

 

髙松秀樹委員 ２８３ページ、きらら交流館費における１１節の需用費、修繕

料が７８９万４，０００円。結構修理しましたよね。この内訳をまず教

えてください。 

 

西村社会教育課主査兼文化財係長 昨年度、きらら交流館のボイラーが一部、

突如止まるということがありまして、その金額が約４６０万円程度あり

ました。それも含めまして、浴室の関係で約７４０万円程度、それから

エアコン空調の関係で５１万８，０００円程度の修繕がありました。浴

室のボイラーの関係で約４７５万円の修繕が掛かりまして、それが大き

いウエイトを占めた結果、修繕料が約７９０万円となっております。 

 

髙松秀樹委員 なんかボイラーってだいぶん前も壊れましたよね。結構この修

繕料って過去も掛かっていて今後も掛かっていくんじゃないかと思いま

すが、今回は指定管理者の委託料が出ているんですが、今後このきらら

交流館というのは、どういうふうになっていくんでしょうか。 
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河上社会教育課長 きらら交流館の方向性につきましては、現在企画政策課が

中心となって方向性、位置付けの検討をしていただいているところです。

現在の状況につきましては、今年度はシティセールス課のほうで観光プ

ロモーション計画策定業務を進めていただいております。その中でこの

きらら交流館の在り方につきましても、報告書を提出していただくとい

うこととしておりまして、それを受けまして、来年度庁内協議等を行い

ながら、館の在り方について検討をする予定としております。ただ、平

成３１年度中にこの方向性を決定するのは困難な状況になっておるとこ

ろです。この辺につきましては、また改めて内容を精査する中で近日中

にまた議会のほうに御報告させていただければと考えております。 

 

髙松秀樹委員 この指定管理の年度は、今現在はいつまでですかね。 

 

河上社会教育課長 今年度中となっております。 

 

髙松秀樹委員 ということは、次も指定管理で行うということですか。今のお

話は、企画とかと話して方向性を平成３１年度中に結果を出すのは困難

だということでしたよね。指定管理は、今年度３０年度ですが３１年度

の方向性はどうなっているんですか。 

 

河上社会教育課長 平成３１年度につきましても、指定管理の方向で考えてお

ります。ただ、指定管理の期間につきましては、調整をさせていただく

中で改めてまた御報告をさせていただければと思います。 

 

長谷川知司委員 今のきららですけど、指定管理委託料の上に草刈り等の委託

料とあるんですけど、草刈りとかは指定管理中に入っているんじゃない

んですか。 

 

河上社会教育課長 この草刈りの委託料は、きらら交流館の周辺の一般の方が
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なかなかできにくいところの草刈りとして委託料を付けています。 

 

長谷川知司委員 具体的にはどこですか。 

 

西村社会教育課主査兼文化財係長 きらら交流館のそれこそ周辺のヤシの木と

かなんですけれども、指定管理の部分に含んでおりませんでしたので、

それはこちらでやるということになっております。 

 

長谷川知司委員 指定管理するときに含めていないなら仕方ないですけど、こ

ういうのは含めるのが普通だと思います。意見です。 

 

髙松秀樹委員 ２８７ページの青少年健全育成費、１３節委託料、青少年健全

育成業務委託料とありますが、これはどのような業務をどこに委託して

いるんでしょうか。 

 

河上社会教育課長 青少年健全育成業務委託料につきましては、陽光園のフリ

ールームに委託をお願いしております。 

 

髙松秀樹委員 青少年健全育成のための業務だと思うんですが、どういう業務

を委託されているんですか。 

 

河上社会教育課長 対象といたしましては、山陽小野田市内の小・中学校、あ

るいは高校生が対象となりますけれども、不登校や引きこもりの児童・

生徒の問題行動に対する相談、あるいは指導、助言等を行うことを目的

としてお願いをしております。 

 

髙松秀樹委員 １９９万５，０００円出ているんですよ。ちょっと今の説明が

分かりにくかったんで、もう少し具体的に説明をしてもらいたいのと、

実績報告書のほうには、どこか記載があるんですかね。 
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河上社会教育課長 実績報告書のほうには、表記がございません。実際の実績

といたしましては、平成２９年度の利用で７名の方に利用していただい

ております。内容につきましては、繰り返しになりますけれども不登校

や引きこもり等の児童・生徒の相談、指導、それから自立への支援、保

護者に対する相談、指導、助言等も行っています。委託の理由といたし

ましては、不登校の児童・生徒及び保護者に対する相談は特殊な業務で

あり、小野田陽光園は平成６年からこの業務を行っている経験のあると

ころということで長年にわたってお願いをしております。 

 

髙松秀樹委員 不登校や児童・生徒という話なんですが、これは社会教育なん

ですか。これが青少年育成になるんですかね。僕は一般的に学教なんか

なと思って、以前は心の支援室は学教なのか社教なのか分かりませんが、

これは学校の話をされているんかなと思いますが、その辺はどうなんで

すか。 

 

河上社会教育課長 ここの部分の線引きというのはなかなか難しいところがあ

ります。ただ、心の支援室―学校教育の部分―と連携を図りながら

運営をしている状況ではあります。 

 

髙松秀樹委員 実績報告書の青少年育成センター活動誌「あゆみ」作成４００

部は、決算書上どこに挙がっていますか。 

 

河上社会教育課長 消耗品で挙がっております。私どもの自作で役所にある印

刷機を使ってホッチキス留めをして作成しております。 

 

河野朋子分科会長 その件については、結局そこに通園されているということ

なんですか。その辺りの実態がよく分からないので言われているんだと

思うんですけど。スクールカウンセラーとの違いとか、その辺りも分か

りにくいし。 
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河上社会教育課長 このフリールームについては、そこに通っていただいてい

たり、今後の方向性についてケアプランを作ったりということで対応し

ていただいております。 

 

髙松秀樹委員 不登校や児童・生徒ですよね。何名ですか。 

 

河上社会教育課長 ７名です。 

 

長谷川知司委員 関連ですけど、今の件は保健室登校までできない、要するに

学校の門を見たら拒否感が出るという子供もいるので、そういう子供を

見ていただくということで、ＯＢの先生方が２人ぐらいいらっしゃると

思うんですね。その先生が子供たちを学校に行く代わりにそこで登校扱

いということにされていると思うんですが、そうじゃなかったですかね。 

 

尾山教育部長 私のほうの理解は、学校に行けない子が次にどこ行くかという

と、市が２か所に設けているふれあい相談室に行くんですが、そこさえ

も行くことができないほど心が病んでいる子の最後の居場所としてここ

を設けております。先ほど社会教育というのはどうなのかという御質問

がありましたけど、教育委員会のほうといたしましては、そういった子

供だけに、学校という感触というかそういったものを一切断ち切って通

っていただきたいという思いもあって、社会教育のほうに位置付けてお

るところでございます。 

 

笹木慶之委員 公民館費について伺います。切り口はコミュニティ・スクール

ということなんですが、そのことは置いておいて、コミュニティ・スク

ールの中心的立場になる方が公民館長であるということが言われていま

す。まず、そのことを念押します。確認です。 

 

河上社会教育課長 公民館も中心の一つであると認識しております。 
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笹木慶之委員 一つであることは間違いありませんね。むしろ私たちが今まで

コミュニティ・スクールをいろいろ学んできましたが、これから中心と

なるべきものは地域なんだと。学校は地域で育てるということで公民館

長が出てきました。公民館長は大きなウエイトを占めていると思います

が、公民館長が実は津布田以外で１２館おられますね。その前歴という

か、現職の方とＯＢの方がどうなっていますか。 

 

河上社会教育課長 今現在、公民館長につきましては、全てを市役所のＯＢ若

しくは教員のＯＢとなっております。今現在であれば、再任用として行

政のＯＢが５名、教員のＯＢが５名、行政のＯＢで臨時職員が１名とな

っております。平成２９年度につきましては、行政のＯＢの再任用が４

名、臨時職員の行政のＯＢが１名と一般の方が１名となっておりました。 

 

笹木慶之委員 そこで公民館長の処遇なんですが、大変多忙を極めておるとい

うことを聞きます。これまでの状況の中で公民館長をしておったのに、

やはり新しいものが入ってきて、さらにそれをいわゆる中心的立場で頑

張っていかないといけないというところがありますし、学校のほうもや

はり期待しておられるんですよね。だから、私はこの公民館長の在り方

を今がいけないという意味ではありません。今を基本にして、さらに充

実したものにしていかなきゃならんと思いますが、もちろん処遇も含め

てのことですが、人選等をどのようにお考えでしょうか。 

 

河上社会教育課長 そのような状況でありますので、今まで臨時職員の採用で

あったものを再任用若しくは任期付職員という形で対応を徐々に変更し

ております。今後もこの方向性で進めていければと考えております。採

用につきましては、今の現状を知っていただく中でコミュニティ・スク

ール等を含めて、それを本格的にあるいは積極的にやっていただける方

の聞き取りをする中で人選をしていければなと考えております。 

 

笹木慶之委員 まち・ひと・しごと創生総合戦略の中でも言われておりますよ
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うに、人づくり地域づくりは非常に重要なものだと私も思います。その

中で担っておられる公民館長は、やはり地域づくりに極めて重要な立場

にある方だと思います。したがって、これから任用については、より適

任者を選ばれるということと、適任者を呼ぶには処遇が必要だと思いま

すが、それについてしっかり対応されることを希望しておきます。 

 

河野朋子分科会長 意見ということでいいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）

ほかにありますか。 

 

長谷川知司委員 ２８１ページ、図書館費ですが、１３節委託料の中のビル管

理委託料は法的な委託ですか。 

 

亀田中央図書館副館長 このビル管理委託料というのは空気環境の測定業務及

び衛生害虫の駆除業務、二つの業務を委託している関係です。 

 

長谷川知司委員 それは法的にしないといけない管理業務ですか。例えばこの

市役所庁舎もそういう人がされているんですが、よくビル管と言ってビ

ル管理は資格を持った人がしないといけないとなっているのか、あるい

は法的ではないか、そこの確認です。 

 

亀田中央図書館副館長 ３，０００平米を超えた場合において法的にしなけれ

ばならないということで、中央図書館の場合、３，０００平米超えてお

りますので、法的に行わなければならないということになろうかと思い

ます。 

 

笹木慶之委員 ２８５ページ、青年の家費です。まず、青年の家のゲートを解

体されて、あの辺りがすっきりしたということなんですが、これからの

青年の家はどのようにされるおつもりでしょうか。方針をお聞かせくだ

さい。 
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河上社会教育課長 青年の家につきましては、昨年度から庁内プロジェクトで

検討をしていたところです。今年度におきましては、６月４日に一度、

庁内プロジェクト会議を行いまして、今後の方向性について検討をした

ところです。ただ、現実といたしまして、なかなか方向性が定まらない

といいますか、行き詰まり感があるような状況でして、ここで一旦趣向

を変えまして、民間の方の意見を取り込んでみてはと考えております。

具体的には、今の金融機関関連のコンサル会社にそれぞれの土地開発業

者さんあるいは商業開発業者さん等が集まって、いろんな議題に対して

意見を言い合うサウンディング調査というものの中に、青年の家の今後

の方向性、民間から見た今後の方向性について、様々な意見を出し合っ

ていただいて、それをまた参考に青年の家の方向性について考えていこ

うと考えています。現在ここについては、事前のお願いをさせていただ

いて、また申請をさせていただいて、はっきり分かりませんけれども

１１月ぐらいにその会議が開かれ、そこで意見を言っていただけるので

はないかなと考えております。ただ、これが確定ではありませんので、

一応、今現在の状況ということで御報告を申し上げます。 

 

笹木慶之委員 もう十分気が付いておられると思いますが、まず、体育館の状

態です。まず、これが一点。それからテニスコートに至っては、使用料

条例がありますが、料金を取って使うという状態ではないんじゃないか

なと思いますよ。何回もそう言いましたが、一向に前に動いていかない

という状態ですね。今協議中ということで、それはそれとして評価しま

すが、的確な対応を早くされる方針を出されて、きちっとした対応され

るということを望みます。御存じかと思いますが、昔はあそこには山陽

パークというのがあって、山陽オートレース場とセットで造ったものな

んですが、のけた後に青年の家を造って、糸根公園とセットで外からお

客さんを呼ぶという都市計画の方針の中に入っていますね。今、複合施

設を造るときも市のほうはそのことをいろいろ話されました。あの地域

はこうなんだということも言われました。だから、そういった経緯を踏

まえて方針を出されるということと、もう一つは、実は財団法人でやっ



21 

 

ておった関係があって、オートレースの関係の日動振から補助金をもら

っていろいろ事業運営しておったという経緯があるんですが、財団法人

はなくしましたよね。市の単独になりました。そこで形態が変わってき

たわけですけど、市民の利用する立場、気持ちは一向に変わっていない

わけです。だから、さっき言いました文化財のほうのことも含めて、あ

の辺りの一体感が本当に醸成できるような機能も出せるということが大

事じゃないかなと。特に花の海の関係もありますからね。これは民間で

すけど、民間と官が一緒になった融合体で人を招くということも大事と

思いますので、一応私のほうから意見として申し上げておきます。 

 

河野朋子分科会長 青年の家については、今のような意見はもう何年も繰り返

し言っていますし、方向性を早く出してやるべきではないかという意見

もかなり前の委員会から言っていますので、スピード感を持ってやって

いただきたいと思います。 

 

伊場勇副分科会長 青年の家の続きです。平成２９年度の工事請負費は、解体

工事に７７１万円掛かっておりますが、不用額１，０００万円少しのお

金が残っていますが、その説明をお願いします。 

 

河上社会教育課長 この予算設定につきましては、建築等によりまして、設計

をし、試算をしていただいているところでありましたが、最終的に入札

をさせていただいたところこの金額に落ち着いた、要は入札減に伴う不

用額となります。 

 

伊場勇副分科会長 半分以下ということなので、安く済むことはいいことなん

ですけども、今後は計画をしっかり立てていただきたいなと思います。

それともう一つなんですが、先ほど金融コンサル、山銀とも提携してそ

の辺りで聞かれるのかなと思いますが、ただ、その住まわれている周り

の市民の方々の意見というものはその中に反映するとか、今から協議会

をするとかそういう予定はありますか。 
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河上社会教育課長 今そこの部分につきましては、具体的にはまだ考えていな

いところでありますけれども、いろんな手法を取りながら青年の家の方

向性は決めていきたいと思います。第一弾といたしまして、これはお金

は掛からないんですけど、金融機関の関係のコンサルに意見を聞いてみ

たいと思っております。将来的には、またそういったところも検討して

まいりたいと思っております。 

 

伊場勇副分科会長 是非、昔からそこにいらっしゃる方は、あそこがすごい盛

り上がったときも知っていますし、今みたいな感じになってしまったこ

とも受け止めていらっしゃいますんで、その意見をしっかり聞いていた

だきたいなというふうに思います。今１，０００人ずつ毎年利用者も減

っていますが、減っているということは見込みとして今状況はどういう

ふうにお考えでしょうか。 

 

河上社会教育課長 今の状況であれば、年々減少していく方向にあろうかと思

います。先ほどテニスコートがひどいという御指摘あって、ごもっとも

だったんですけれども、このテニスコートにつきましてはあんまり言え

ないですけれど、私どもが人力で全部草刈りしまして、整地して、取り

あえず今使えるような状態まで戻しました。ただ、その立地場所につい

て排水が悪いとか、そういったのはちょっと私どもの力ではなかなか十

分にできないものですから、その辺の課題は残っておりますが、そうい

った面からいたしましては、テニスコートを利用する方はまた呼び込む

ことができるのかなと。また、その中で御意見等があれば改善の方向、

あるいはこの全体を見渡す中で改善について検討してまいりたいと思っ

ております。 

 

伊場勇副分科会長 担当課がやられたっていうことは私も知っていますし、暑

い中やられたということも知っています。やはり忙しい中、担当課だけ

じゃなくて、民間若しくはその周りの市民の方々も協力できるような体
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制が必要なんだと思いますし、多分声を掛ければ周りでテニスされる方

もいっぱいいらっしゃるので、「一緒に整地しませんか」、「草刈りし

ませんか」というアナウンスも必要だと思いますので、これから是非前

向きに検討していただきたいという意見です。よろしくお願いします。 

 

長谷川知司委員 ２８０ページから２８３ページの中で、図書館費と歴史民俗

資料館ですが、どちらも様々なミニ企画展などをされていらっしゃって、

これについては委託費というものは一切ないですが、これは自分たちで

されたのかどうかを確認したいということです。 

 

山本中央図書館長兼厚狭図書館長 中央図書館では特に様々な企画を毎月のよ

うに行っているところです。それぞれの企画について、ほとんどは図書

館独自の企画によるものです。一部は、先日行いましたようにレノファ

山口の選手を図書館にお招きしたというのは、シティセールス課と一緒

になって御協力いただいてやったというようなこともありますけれども、

大半は図書館のほうで企画して実施しているところです。厚狭の図書館

についても同様です。 

 

若山歴史民俗資料館長 歴史民俗資料館につきましても、全て企画展のほうは

自分たちでやっている状況です。ただ、特別展など、大きな企画展に関

しましては、資料の運搬などに委託料を必要とする場合もあります。 

 

河野朋子分科会長 ２８７ページまでで質疑はよろしいですか。（「はい」と

呼ぶ者あり）では、そこまでの質疑を終わって、審査番号５番が終わり

ましたので、１０時１０分から次を再開いたします。 

 

午前１０時２分 休憩 

 

午前１０時１０分 再開 
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河野朋子分科会長 それでは、分科会を再開いたします。審査番号⑥番、１０

款の教育費、これは審査事業がありますので、順番に審査事業について

説明を受けて質疑をしたいと思いますので、よろしくお願いします。そ

れでは審査事業の８番について説明をお願いします。 

 

吉岡教育総務課長 審査対象事業、番号８番の埴生小・中学校整備事業につき

まして御説明をします。決算審査資料３３ページの事務事業評価シート

を御覧ください。実施計画名は学校施設耐震化事業、事務事業名は埴生

小・中学校整備事業です。施策体系につきましては、大項目として市民

が安心して暮らせる環境づくり、中項目として防災体制の充実、小項目

として建築物の耐震強化として、第一次山陽小野田市総合計画に位置付

けております。まず、事業概要ですが、この事業は、埴生小学校の校舎

の耐震化と国・県が進める小中連携教育の充実強化を図るため、埴生中

学校の用地を広げ、埴生小学校の校舎を移転改築し、中学校校舎を改修

し、施設一体型の学校施設を整備するものです。事業の計画期間は平成

２８年度から３２年度までの５か年で、２年目に当たる平成２９年度は、

工事に向けた実施設計と地質調査を行いました。次に、歳出歳入ですが、

平成２９年度の歳出歳入の決算額は合計でともに４,６８８万４,２００

円となりました。１枚めくっていただいて３４ページに、歳出の使途を

記載しております。上から調査設計委託料３,０４２万５,３２２円は、

児童棟の新築、生徒棟の改修に係る建築主体、付帯工事、電気設備工事、

機械設備工事や屋外通路、グラウンドの整備などの屋外環境整備工事等

の実施設計図書の作成委託料です。次に、地質調査委託料１,３３７万

１,４８０円は、児童棟が建つところで１２か所、敷地北側の新たに取得

した用地で２か所実施したボーリング調査の委託料です。次に、その他

３０８万７,３９８円は、時間外勤務手当、消耗品費、建築確認申請手数

料、下水道事業受益者負担金です。続いて歳入について、再び３３ペー

ジ、中ほどの歳入の財源内訳の上から三つ目の地方債として、合併特例

債４,２７０万円、そして一般財源４１８万４,２００円を充てました。

次に、その下の活動指標又は成果指標の欄。この事業の手段は、埴生中
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学校の敷地を広げ、小中一体型の学校施設を整備することですので、平

成２９年度は実施設計を活動指標として設定しました。達成率は１００

％となり、活動指標又は成果指標の欄の下の左側にある平成２９年度目

標達成度をＡとしました。その右側の課題及び改善策はありません。次

に、今後の方向性ですが、第二次総合計画に掲げられている基本施策の

一つ、学校教育の推進を図る上で、教育環境を向上させるこの事業は有

効と判断しており、学校施設の耐震化という成果の達成を目指して、今

後、実施計画に記載したコストを維持しつつ進めていく予定としており

ますので、成果の方向性とコスト導入の方向性ともに⑤の現状維持とい

たしております。説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いします。 

 

河野朋子分科会長 説明が終わりましたので、委員からの質疑を受けます。 

 

長谷川知司委員 ３４ページのその他のところで、下水道事業受益者負担金と

いうのがありますが、これについてはそういうような工事をされたのか、

あるいは今後されるのかを確認します。 

 

池田社会教育課課長補佐兼青少年係長 こちらの下水道事業受益者負担金とい

うのは、今後、下水道につなぐ際に、土地の面積に応じて負担金を支払

うというお金です。 

 

長谷川知司委員 まだその最終ますとか、ますの工事はしてないけど、今後そ

ういうことが見込まれるということで払っておったということで、今後

の工事は下水がするんですか。それとも今回の埴生小学校の工事でそれ

を教育委員会がするのか。それを確認したいのですが。 

 

池田社会教育課課長補佐兼青少年係長 下水の最終ますは、埴生中学校の敷地

前までもう来ております。今後、埴生小・中学校の建設に併せて、最終

ますにつなげて、供用開始と併せて下水道を使用するという形になりま

す。 
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宮本政志委員 同じく３４ページですけど、地質調査。これは地盤のほうの調

査も兼ねてされるんですか、当然。それともう一つは、その他のほうの

建築確認の申請は、委託と書いてないんで庁内のほうでされるんですか。 

 

池田社会教育課課長補佐兼青少年係長 地質調査につきましては、地盤のほう

をずっと掘って確認をいたします。それから、建築確認申請手数料につ

きましては、教育委員会のほうで申請をしておりますので、委託等は行

っておりません。（「申請は庁内」と呼ぶ者あり）申請は業者のほうに

お願いをしております。 

 

河野朋子分科会長 ほかにはいいですか、この件については。（「なし」と呼

ぶ者あり）では。次の審査事業９番について、説明をお願いします。 

 

河上社会教育課長 審査対象事業、番号９番について御説明します。決算資料

３５ページの事務事業評価シートを御覧ください。実施計画名、事務事

業名ともに埴生地区複合施設整備事業です。施策体系につきましては、

大項目として効率的で健全な行財政基盤づくり、中項目として効率的な

行政運営の推進、小項目として行政改革の推進として、第一次山陽小野

田市総合計画に位置付けております。事業概要につきましては、老朽化

した埴生支所、埴生公民館、埴生児童クラブ室を複合化して建て替え、

効率的な施設運営を実現するものです。事業の計画期間は平成２８年度

から３２年度までの５年間で、３１年度中の供用開始を目指して、２年

目に当たる平成２９年度は工事に向けた実施設計、用地購入、そして用

地の造成工事等を行いました。事業の対象は、埴生支所、埴生公民館、

児童クラブ室、手段は公共施設の複合化、意図は効率的な施設運営とし

ております。次に歳出歳入ですが、平成２９年度の歳出歳入の決算額は

合計でともに６,９５７万５,２７５円となりました。１枚めくっていた

だきまして３６ページ３７ページに、歳出の使途を記載しております。

３６ページの上から委託料１,７２３万１,８３８円は、内訳といたしま
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して家屋調査業務委託料１２９万９,２４０円は、埴生地区複合施設用地

の隣接地に建っています共同住宅の事前家屋調査の実施及び必要な図面

等の作成業務委託料。法定外公共物整理業務委託料４５万３,６００円は、

埴生複合施設の用地内の法定外公共物の測量、用途廃止申請、登記手続

の業務委託料。実施設計業務委託は１,２７７万８,９９８円で複合施設

の整備に係る建築主体・付帯工事、電気設備工事、機械設備工事の実施

設計図書の作成業務委託料。造成・外構設計業務委託２７０万円は、平

成２９年度施工の造成工事及び平成３１年度施工予定の外構工事の実施

設計図書の作成業務委託料です。次に、右側の３７ページの上から工事

請負費１,５０７万３２０円につきましては、埴生複合施設の建設用地の

造成工事で用地の掘削・盛土工事、排水構造物設置工事、擁壁設置工事、

フェンス設置工事等の施工です。次に用地購入費３,４９７万７,６００

円につきましては、埴生中学校のテニスコートと国道１９０号の間に位

置する２,７７６平米の埴生複合施設用地の購入費で、平成２９年３月１７

日に地権者と売買契約を締結したものの、その土地に建てられていた農

業用倉庫の収去が年度内に完了せず、土地の引渡しがされなかったため、

平成２９年度に繰り越して購入をいたしました。次に、補償金１１６万

９,１８１円は、農業用倉庫の収去の着手金として平成２８年度に支払っ

た残りの額を、年度内に収去が完了しなかったため、平成２９年度に繰

り越して収去の完了をもって執行いたしました。次に、その他１１２万

６,３３６円は、内訳といたしまして時間外勤務手当、旅費、消耗品費、

建築確認申請手数料、通行料、下水道事業受益者負担金です。続いて歳

入について御説明いたしますので、再度３５ページを御覧ください。中

ほどの歳入のうち、平成２９年度の決算額は、財源内訳の上から三つ目

の地方債としまして合併特例債６,４１０万円、そして一般財源５４７万

５,２７５円を充てております。次に、その下の活動指標又は成果指標の

欄を御覧ください。この事業の手段は公共施設の複合化ですので、平成

２９年度は実施設計、用地取得、造成工事の三つの活動指標として設定

しました。達成率はいずれも１００％となり、活動指標又は成果指標の

欄の下の左側にある平成２９年度の目標達成度はＡとしております。そ
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の右隣の課題及び改善策はございません。次に、その右隣の今後の方向

性ですけれども、第二次総合計画に掲げている基本施策の一つ、効率的

で効果的な行政運営を図る上で、公共施設の複合化は有効と判断してお

り、多様な機能を有し、人が集まる地域の拠点として、地域の発展につ

ながるその成果の達成を目指して、今後実施計画に記載したコストを維

持しつつ進めていく予定としておりますので、成果の方向性とコスト投

入の方向性ともに、⑤の現状維持としております。説明は以上です。御

審議のほど、よろしくお願いします。 

 

河野朋子分科会長 説明が終わりましたので事業についての質疑を受けます。 

 

宮本政志委員 ３６ページ、一番上の委託料の家屋調査業務委託料ってありま

すよね。これ、ちょっとこの文章を読むとよく分からないんですけど、

用地の隣接地に建っている共同住宅―アパートでしょう―の事前家

屋調査の実施とか図面等の作成って。これちょっとどういう意味なんか

なと思って。 

 

池田社会教育課課長補佐兼青少年係長 工事に入る前に、その家屋の状況を調

査しまして、今度また工事が終わった後、また再度、そのアパートを調

査します。それは工事によって建物が傷んでないか、傷が入ってないか、

ひびが入ってないか、そういったところを調査するものです。まだ工事

が終わっておりませんので、事前の家屋調査だけをさせていただいてい

る状況です。 

 

宮本政志委員 工事に伴って、例えば、基礎のほうにひびが入ってないかとか、

建物の、例えばガラスが割れてないかとか、そういったことの調査のた

めに、これが今①番に出ていますよってことですね。 

 

池田社会教育課課長補佐兼青少年係長 はい、そうです。工事によって、その

影響によって、何らか建物又は構築物に損傷が生じてないかというとこ
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ろの事前調査になります。 

 

宮本政志委員 隣の３７ページの用地購入費と建物の補償金、これ同じ土地の

上に建物、倉庫がということだと思うんですけど、それぞれのね、今、

平米単価も出ていますし、建物のほうも予算が出ていますけれど、これ

算出方法というのはどういうふうな形で出されたんですか。 

 

池田社会教育課課長補佐兼青少年係長 まず用地のほうの算出ですけれども、

こちらは用地の不動産鑑定のほうにお願いをして、そちらのほうから算

出された金額です。また、補償金につきましても、補償金の建物の調査

等を民間のほうにお願いをして算出された金額です。 

 

宮本政志委員 特に、建物は再取得ですね。そういう計算でしょうね、この金

額からいったら。減価償却分考えた今の価値じゃなくて再取得のほうで

出しちゃったんでしょうね。 

 

池田社会教育課課長補佐兼青少年係長 一応その辺りの計数等を、掛けられて

算出された金額・・・ 

 

宮本政志委員 簡単に言えば、ええ金額やなとちょっと思ったんで。恐らく減

価償却前提での現存価値でいくと、恐らくこれほどの費用というのはま

ず出ないでしょうから、再取得で、今新築、新しく建てた場合の算出方

法で家屋のほうは出しちゃったんじゃないかなということが聞きたかっ

たんです。坪５４万円ぐらいになりますのでね。 

 

池田社会教育課課長補佐兼青少年係長 推定再建築費というような形で算出さ

れておりますので。すいません。そちらの計算方法で合っております。

失礼いたしました。 

 

長谷川知司委員 その下にありますその他で通行料とありますね。これは何で
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すか。 

 

池田社会教育課課長補佐兼青少年係長 防衛省の補助金の協議を行うために、

社会教育課の職員が広島の防衛省まで行った高速料金になります。 

 

長谷川知司委員 結果、補助金は付いたんですか。 

 

池田社会教育課課長補佐兼青少年係長 おかげをもちまして、７月の２５日に、

防衛省から交付決定をいただいたところです。 

 

河野朋子分科会長 これについては、予算のときにはそういった補助金が付か

ないというような説明を受けたような気がするんですけれど、違います

か。どうですか。 

 

池田社会教育課課長補佐兼青少年係長 平成３０年度の当初予算のほうから、

歳入としての補助金は充てておりますので、一応こちらのほうとしても、

補助金は入る形で予算は組んでおります、平成３０年度予算当初ですね。 

 

笹木慶之委員 防衛施設局の補助金を得られたんですから、いいことですから

いいんですが、この最初のスタートのときに何回も聞きました。防衛施

設局の現場でも聞きましたが、補助金がもらえないんですかと。これ学

校も複合施設も含めて、もらえるはずですよと言ったんですが。現状で

はありませんと言われたので。いわゆる騒音装置関係、ＫＭ－２がＴ－

５に変わったので、騒音が少なくなったからなくなったんですかって言

ったら、そうですと言われたんです。それはあなたじゃなかったかもし

れませんが。それで、しっかりよく調査されて防衛施設局に足を運ばれ

たほうがいいですよということを申し上げた記憶ありますけれど。これ

は記録も残っているようですが、取れて良かったと思います。 

 

河野朋子分科会長 結局、当初のその認識が少し違っていたという確認だった
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んですけれど、結果的に得られたことは私もいいと思いますけれど。さ

っき言われたように、ほとんど無理ですみたいに断言されていたのに、

こういう展開になったので、何か事態が変わったのかなと思ったんです

けれど。今のような努力をされたということでいいんですか。 

 

池田社会教育課課長補佐兼青少年係長 こちらの職員のほうも、防衛省のほう

へ行っていろいろ協議をした中で、このような運びになった次第だと考

えております。学校のほうは、防衛省の補助金が出ないということで、

複合施設のほうの、コミュニティーセンターという形での防衛省からの

補助金となっております。 

 

笹木慶之委員 気がちょっと早いようですが、複合施設に移転されて、元の支

所それから公民館がありますよね。これを今どうするかという結論はま

だ出てないと思いますが、あそこに消防の機庫がありますよね。分団機

庫が。そのことも含めて早く方針を出されんと、と思いますので、やは

り並行移動でその対処を考えられたほうがいいと思います。あそこは大

事な分団消防機庫の機能を持っていますからね、ということで一応申し

上げておきます。 

 

河野朋子分科会長 意見ということでいいですかね。（「はい」と呼ぶ者あり）

この事業について質疑はよろしいですか、もう。 

 

森山喜久委員 審査事業の３７ページの用地購入費のところなんですけれど。

これ田んぼの価値で購入単価は、平米当たり１万２,６００円ということ

でよろしいでしょうか。 

 

池田社会教育課課長補佐兼青少年係長 田んぼではなくて、宅地見込地という

ような形で評価をいただいております。 

 

森山喜久委員 宅地見込地、田んぼの原価じゃないということですね。実は、
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昨日の山陽総合事務所のところの駐車場の単価、昨日報告もあったんで、

結構いい値がするなと思ったんで、その確認であれですけど。宅地見込

地としての購入単価ということですね。はい。 

 

河野朋子分科会長 ほかに。いいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）では、こ

の事業についての質疑はないということで１０番について説明をお願い

します。 

 

三輪学校教育課長 それでは、審査対象事業番号１０番について御説明をさせ

ていただきます。決算審査資料の３８、３９ページの事務事業評価シー

トを御覧ください。実施計画名は、左右のシートともに就園・就学助成

事業、事務事業名は左のシートが小学校就学援助事業（生保・就学援助

対象者分）、右のシートが中学校就学援助事業（生保・就学援助対象者

分）です。予算科目が小学校と中学校で異なっているために、このよう

に分けております。施策体系につきましては、ともに大項目として安心

して子供を生み育てることができる環境づくり、中項目として次世代育

成支援の充実、小項目として子育て負担の軽減として、第一次山陽小野

田市総合計画に位置付けております。事業概要ですけれども、この事業

は経済的理由により就学困難と認められる児童の保護者に対して、学用

品費購入費などの就学援助費を支給するものです。学校教育法第１９条

の経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対

しては、市町村は必要な援助を与えなければならないとの規定に基づい

て規則を制定し、義務教育段階における教育費の負担軽減策として実施

しているもので、制度の仕組みは小・中学校同じです。事業の対象は被

認定者、保護者です。詳しくは生活保護法第６条第２項に規定しており

ます、要保護者及び要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる

準要保護者であり、このほか、特別支援学級に在籍する児童生徒の保護

者の教育費の負担軽減策である就学奨励費の支給対象者も含めて作成を

しております。手段は就学援助費の支給、意図は教育費の負担軽減とし

ております。それでは、１枚めくって４０ページを御覧ください。これ
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は学校別、学年別の認定状況です。中ほどやや下の網掛けをした小学校

小計欄の最も右側の数値３,２７７人が、平成２９年５月１日現在の全児

童数。そこから左に四つ目の数値７６２人が、支給を受けた児童数であ

り、全児童数から見た認定率は２３．２５％。一方、中学校は更に下の

網掛けをした中学校小計欄の最も右側の数値１,６３６人が、平成２９年

５月１日現在の全生徒数。そこから左に四つ目の数値４２８人が、支給

を受けた生徒数であり、全生徒数から見た認定率は２６．１６％となっ

ております。小・中学校全体４,９１３人の児童生徒数のうち１,１９０

人が支給を受けており、認定率は２４．２２％となっていました。続い

て、右側の４１ページを御覧ください。これは、平成２９年度の新入学

児童生徒学用品費の入学前支給について記載したものです。１．対象者

は、平成３０年３月１日現在、市内に住所を有する小・中学校入学予定

者の保護者で、就学援助の受給要件に該当する方です。次に、支給額は

２．支給金額等の表に記載しておりますとおり、小学校入学予定者は４

万６００円、中学校入学予定者は４万７,４００円で、入学前の３月１５

日に支給いたしました。なお、括弧内の金額は、入学後に支給していた、

平成２８年度当時の支給額であり、平成２９年度から支給額をおよそ２

倍に引き上げております。次に、３．入学前支給実績ですが、小・中学

校ともに入学予定者の３０％を超える保護者から申請があり、認定要件

を満たした２４１人の児童生徒の保護者が支給を受けました。次に、歳

出歳入について、３８、３９ページ、左側のシートの中ほどの歳出歳入

の欄を御覧ください。小学校の平成２９年度の歳出歳入の決算額は、合

計でともに２,１５１万７,３９８円となりました。歳出の支出内訳は記

載のとおりですが、学用品費は鉛筆、消しゴム、ノートなどの購入費に、

通学費は公共交通機関を使って通学する場合の運賃に、修学旅行費はい

わゆる修学旅行の参加費に、新入学児童生徒学用品費はランドセルや制

服などの購入費に、校外活動費は社会見学等の参加費用に充てるもので

す。歳入の財源内訳は、上から一つ目の国庫補助金として、シートの一

番下の特記事項の欄に記載しております、補助率２分の１の要保護児童

生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金２９万５,０００
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円、そして一般財源２,１２２万２,３９８円を充てました。右側のシー

トの中学校の平成２９年度歳出歳入の決算額は、合計でともに２,８５５

万１,４９２円となりました。歳出の支出内訳は記載のとおりです。平成

２９年度の歳入決算額は、中ほどの歳入の財源内訳の中から上から一つ

目の国庫補助金として、小学校と同じ補助金４５万１,０００円、そして

一般財源２,８１０万４９２円を充てました。なお、歳出の支出内訳の上

から四つ目の、新入学児童生徒学用品費について、平成２９年度決算額

が２８年度の決算額より小学校で約６６６万円、中学校で約８９３万円

多く、約４倍となりました。その要因は先ほど御説明しましたとおり、

平成２９年度は、新入学児童生徒学用品費の支給単価を平成２８年度の

約２倍に増額したことと、従来の当該年度入学者に対する入学後支給の

ほか、翌年度入学予定者に対する入学前支給も行ったことによります。

次に、活動指標又は成果指標の欄を御覧ください。この事業の手段は就

学援助費の支給ですので、平成２９年度は対象児童数又は対象生徒数、

対象小学校又は中学校就学予定者数、周知回数の三つを活動指標として

設定しました。１の対象児童数又は対象生徒数とは、就学援助費の支給

を受けた人数、２の対象小学校又は中学校就学予定者数とは平成２９年

度に制度化した入学前に新入学児童生徒学用品費の支給を受けた人数、

３の周知回数とは保護者に周知した回数で、その手段と回数は校長会１

回、広報掲載１回、ホームページ掲載１回、更新案内１回、入学前に１

回の計５回ほど行っております。この中で更新案内１回とは、その年度

に認定を受けた世帯の御自宅に翌年度分の申請書を郵送したもの。入学

前に文書で１回とは、小・中学校の入学予定者の御自宅に入学前支給の

新入学児童生徒学用品費受給資格認定申請書と入学後支給の就学援助費

受給認定申請書を入学通知書と一緒に郵送したものです。なお、１と２

の活動指標につきましては、御家庭の事情などにも左右されるものでも

のですから、目標値の設定が困難であり、設定しておらず、達成率もあ

りません。３の指標の達成率が１００％であることから、平成２９年度

目標達成度を二つのシートともにＡとしました。その右隣の活動及び改

善策は二つのシートともにありません。次に、その右隣の今後の方向性
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ですが、第二次総合計画に掲げている基本施策の一つ、子育て支援の充

実を図る上で、この事業は有効と判断しており、国や県内、他市に制度

の見直しの動きもないため、実施計画に記載したコストを維持しながら

進めていく予定としており、成果の方向性とコスト投入の方向性ともに

⑤の現状維持としております。説明は以上です。御審議のほどよろしく

お願いします。 

 

河野朋子分科会長 説明が終わりましたので、この事業について質疑を行いま

す。ありませんか。 

 

長谷川知司委員 小学校の該当する生徒と中学校の該当する生徒を比較します

と大体６学年と３学年ですので、半数かなと思っておったんですが、中

学校のほうが結構多いわけですね。それで平成２７年度であれば、大体

半数で比率は２対１ぐらい行っているんですけど、平成２９年度は、結

構中学生のほうが多いと。こういう傾向は何か原因があるわけですか。 

 

三藤学校教育課学務係長 児童生徒数の人数にも関わりますが、あとは就学援

助の認定となるときに、兄弟がいる世帯、いない世帯でも算定が異なる

ため、どうしても兄弟がいらっしゃる中学生のほうが、認定者の率が上

がるという傾向はあります。（「もう１回ちょっと。ゆっくり言ってく

ださい」と呼ぶ者あり）はい、申し訳ありません。認定をする際に算定

をするときに、小学生のいる世帯と中学生のいる世帯とそれぞれ所得額

から差し引く需用額というのがございます。その金額が中学生のほうが

需用額が多いため、兄弟がいらっしゃる世帯のほうが同じ所得であって

も差し引く金額が多いため、認定となる比率が高くなるというものです。 

 

河野朋子分科会長 分かりましたか。いいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）

ほかにありますか。 

 

笹木慶之委員 ４０ページのところで、②の非認定というのがありますね。こ
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こに数字がそれぞれ入っておりますが、非認定のケースというか、どう

いうような。所得だけですか。 

 

三藤学校教育課学務係長 こちらの数字は全て所得を超えた方の非該当という

ことになります。 

 

笹木慶之委員 かなり多いところの地区もあるんですが、これは説明が十分さ

れての結果でしょうね。 

 

三藤学校教育課学務係長 地域によっては差があるということですかね。 

 

笹木慶之委員 そういうこともあるし、所得等が分かって、制度を理解してお

ればそんなに非認定というのは起こらないと思うんですが、いわゆる申

請して非認定になるというのは。私も具体的な実務が分かりませんから

何とも言えませんが、通常こういうケースの場合には余りないんじゃな

いかなと思ったのに結構あるから。説明が不十分な結果、伴ったものか

なと思ったんですが、そうじゃないんですかね。 

 

三藤学校教育課学務係長 今年度は新１年生に対して小学校入学予定者、中学

校の方に対しても、入学予定者全員に申請書を送っているがために、就

学援助制度は１年に１回申請をする年度ごとの申請になるために、申請

を出されるのが多くて非該当というのが今年度の傾向にはあるとは思い

ます。逆に、就学援助制度を利用してみよう、昨年度は非該当だったけ

れども、もう一度出してみようと思われた世帯もいらっしゃるのではな

いかと推測します。 

 

髙松秀樹委員 この修学旅行費というのは、これは実費というか、それが出る

ということですか。 

 

三藤学校教育課学務係長 一応、単価の上限額がありまして、小学生ですと修
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学旅行費の上限額が就学援助者２万１ ,４９０円、中学校ですと５万

７,５９０円、特別支援の方はその半額が上限額となっているのですが、

実費額と上限額いずれかの金額の低いほうで支給をしております。 

 

髙松秀樹委員 認定基準の係数のこの１．３というのは、各自治体がそれぞれ

独自に決定するということになりますか。 

 

三藤学校教育課学務係長 各市が自治体で任意で決めることができる裁量の範

囲となっております。県内で見ると、ほぼ１．３という係数を利用して

おりまして、全国的にも約７割強の自治体がこの１．３という数値を利

用しております。 

 

髙松秀樹委員 ほぼ１．３ということは、県内の自治体で１．３じゃないとこ

ろもあるということですか。それとも全部１．３ということですか。 

 

三藤学校教育課学務係長 全部１．３なのですが、この１.３を見るときに、も

ともとの所得から給与所得控除のみを引いた金額で見る判定の仕方と、

そこから社会保険料を控除した金額から見る１．３という違いがありま

すので、同じ市で使っている１．３という係数でも、もともとの基準の

所得をどう見るかというところで差が出ております。 

 

髙松秀樹委員 本市は、今のどれに当てはまりますか。 

 

三藤学校教育課学務係長 本市においては、総収入から給与所得控除のみを引

いた金額を世帯で合算して見ております。 

 

河野朋子分科会長 よろしいですか、ここのところは。（「はい」と呼ぶ者あ

り）では１０番の事業についての質疑がないということで、１１番に移

りたいと思います。 
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井上学校給食センター所長 先週のしゅん工式には暑い中、御出席をいただき

ましてありがとうございました。それでは、事務事業評価シート１１番、

学校給食共同調理場建設事業について御説明をいたします。決算審査資

料４２ページを御覧ください。実施計画名は学校給食事業、事務事業名

は、学校給食共同調理場建設事業です。施策体系につきましては、大項

目として意欲のある人づくり、中項目として義務教育の充実、小項目と

して学校給食の充実として第一次山陽小野田総合計画に位置付けており

ます。事業概要ですが、この事業は、安全・安心な学校給食の安定的な

供給は何より重要であり、本市の給食施設の衛生面と老朽化の課題解決

のため、衛生面に優れたドライ方式を採用した５,５００食の調理能力が

ある学校給食センターを整備するものです。事業の計画期間は平成２７

年度から平成３０年度までの４年間で、３年目に当たる平成２９年度は、

平成２８年度に着工しました学校給食センターの建築主体・付帯工事、

電気設備工事、空気調和設備工事、給排水衛生ガス設備工事を引き続き

行い、新たに外構工事と各学校の調理場の配膳室改修工事に着手しまし

た。事業の対象は学校給食センター、手段は衛生面に優れたドライ方式

の新しい給食施設の整備、意図は全ての児童生徒に安全な学校給食の安

定的な提供としております。次に、歳出歳入ですが、平成２９年度の歳

出歳入の決算額は、合計でともに９億１,８０１万３,４１１円となりま

した。右側の４３ページに歳出の使途を記載しております。上から監理

委託料１,４１３万１,２４０円の内訳といたしまして、平成２８年度に

着工した学校給食センターの建築主体・付帯工事、空気調和設備工事、

電気設備工事、給排水衛生ガス設備工事の平成２９年度分の工事監理業

務委託料８６４万８,０８０円と、小・中学校１５校の調理場の配膳室第

１期改修工事の工事監理業務委託料５４８万３,１６０円です。続きまし

て、工事請負費８億４,１５１万２,７６０円の内訳としましては、平成

２８年度に着工しました学校給食センターの建築主体・付帯工事、空気

調和設備工事、電気設備工事、給排水衛生ガス設備工事の平成２９年度

分の工事費の合計が８億６７４万円。４４ページ、上から平成２９年度

に着工しました学校給食センターの外構工事の当該年度分が２,４３０
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万円、学校給食センターの雨水排水整備工事が５４万円、小・中学校１５

校の調理場の配膳室第１期改修工事費３,４７７万２,７６０円です。続

きまして、備品購入費の３,２８４万６,０００円は、内訳といたしまし

て、学校給食用食缶の購入費として３,１３２万円、給食センターの事務

室で使用するパソコン８台と献立作成ソフトウェア３本の購入費として

１５２万６,０００円です。続きまして消耗品費の２,５９７万２,６５４

円は、内訳といたしまして、学校給食用食器の購入費として２,５８１万

２,０００円、消火器その他消耗品の購入費として１６万６５４円です。

続きまして、そのほか３５５万７５７円は、内訳といたしまして、時間

外勤務手当、旅費、水道給水装置新設工事申請手数料及び水道加入納付

金です。続きまして、歳入について御説明をいたしますので、再び４２

ページを御覧ください。中ほどの歳入の財源内訳から国庫支出金といた

しまして、補助率２分の１の学校環境改善交付金が１億４ ,００５万

２,０００円、地方債として合併特例債が５億５,５４０万円、学校施設

整備事業債が１億２,２９０万円、そして一般財源が９,９６６万１,４１１

円です。次に、その下の活動指標又は成果指標の欄を御覧ください。こ

の事業の手段は衛生面に優れたドライ方式の新しい給食施設の整備です

ので、平成２９年度は建物工事・設備工事の進捗率と外構工事の進捗率

の二つを活動指標として設定しました。２の外構工事の達成率は１００

％でしたが、１の建物工事・設備工事の進捗率は、建築主体・付帯工事

が計画より遅れて完成したため、電気設備工事、空気調和設備工事、給

排水衛生ガス設備工事、厨房機器の購入設置が年度内に完了せず、平成

３０年度に繰り越したことにより９４％となりました。この結果、活動

指標又は成果指標の欄の下の左側にあります平成２９年度目標達成度を

Ｂといたしました。その右隣の課題及び改善策は電気設備工事、空気調

和設備工事、給排水衛生ガス設備工事、厨房機器の購入設置の完了を平

成３０年度に繰り越したため、平成３０年４月２７日までの延伸工期内

に完成させることとしました。次に、その右隣の今後の方向性ですが、

第二次総合計画に掲げております基本施策の一つ学校教育の推進を図る

上で、安全な学校給食を安定的に供給できるようにすることは有効と判
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断しており、心身ともに健全な児童生徒の育成という成果の達成を目指

して、今後実施計画に記載したコストを維持しつつ進めていく予定とし

ておりますので、成果の方向性とコスト投入の方向性ともに⑤の現状維

持としております。以上１１番の御説明を終わります。 

 

河野朋子分科会長 説明が終わりましたので、質疑を受けます。質疑はありま

すか。 

 

長谷川知司委員 ４３ページ、監理委託料です。一番上の美建築設計事務所に

監理委託しておりますが、これにつきまして、契約期間が３月２６日。

しかし、工事自体は、下のほうに行きまして、①以外②、③、④は、こ

の契約期間を超えた完成となっておりますが、その間の工事監理はどの

ようにされたのかお尋ねします。 

 

井上学校給食センター所長 延伸後の工事監理につきましては、工事の担当者

が監督等監理業務を行いました。 

 

長谷川知司委員 それができるんですか。担当者というのはどういう立場の人

ですか。 

 

井上学校給食センター所長 建設部のほうに執行委任をして、電気設備であれ

ば電気の技術職員にお願いしておりますので、そちらにお願いしました。 

 

長谷川知司委員 電気、機械それぞれおったということですか。 

 

井上学校給食センター所長 電気の職員に電気と機械と給排水とお願いをした

ところです。 

 

長谷川知司委員 電気の技術屋に電気、それから空調、給排水を監理してもら

ったということですか。 
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井上学校給食センター所長 はい、そうです。 

 

長谷川知司委員 当初の監理委託の内容というものは、この建物を完成すると

いうことでの監理委託をされていると思うんですね。その完成に対して、

これだけの期間があるから、その期間で完成まで面倒見てくださいよと

いうことだと思うんですが、それに間違いないですか。 

 

井上学校給食センター所長 当然、当初の契約ではそうなっておりましたが、

工事の工期延伸に当たりまして、工事監理の業務委託を受けられた建築

事務所さんと協議したところ、工期の延伸に伴う、要は、これ以上ちょ

っと仕事ができないということで完了に関わる部分を減額、その設備工

事に関するところでの完了に関わる業務の部分を減額して変更契約をし

て、３月の２６日で契約、そこまでの監理ということで、最後お願いし

たところです。 

 

長谷川知司委員 当然減額されるということは必要な手続だと思いますが、今

後は何かあったときの責任の所在、要するに、監理がもしまずかったと

いう結果が出たときの責任はどのように考えますか。 

 

井上学校給食センター所長 この３月２６日までの契約でやった部分まででや

っぱり区別をするべきだと考えております。 

 

長谷川知司委員 それができる、またそれ以降についても、電気の技術屋がし

ておりますが、機械、空調、給排水についても、それは以降の市の電気

技術者ができるという理解でいいですか。 

 

井上学校給食センター所長 今回につきましては、当然、今の執行委任をお願

いしています担当者の方とも協議する中で、残りの残工事の内容、それ

から難度等を含めて、とてもちょっと私ではできなかったので引き受け
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ていただいておりますので、きっちりやっていただいたと思っておりま

す。 

 

長谷川知司委員 その受けられた技術者さんは大変だったと思います。特に重

要な最終的な完成検査とかも全てされたと理解しますので、その方は本

当に大変だったと思います。本来であれば、早目に設計事務所のほうに

延伸を言って、是非ともこの工事監理の延伸をしていただくべきでなか

ったと思いますが、その延伸を言ったのはいつですか。 

 

井上学校給食センター所長 工事そのものの設備工事につきましては補助事業

ですので、もっと早く年明け早々には繰越しをするかしないかをジャッ

ジしておりましたので、そのときにはある程度協議はしておったのです

が、工期延伸に伴って人件費の問題がありまして、要は、工期が延びる

のであれば、人件費分の上乗せをという工事監理委託設計事務所さんの

ほうの言い分と、こちらのほうとすれば工事そのものに変更はないのに、

新たな増工分というんですかね、監理に関しての増工のものがあれば、

当然その辺はあるんですけれども、認められないという中での最終的な

判断で変更させていただきました。 

 

河野朋子分科会長 時期の話じゃなかったんですかね。いいですか。 

 

長谷川知司委員 いつ頃それを話されて、予算的な措置が取れなかったのか、

あるいはもう金を払う必要はないと市のほうで判断されたのか。そこの

確認をお願いします。 

 

井上学校給食センター所長 すいません。ちょっといつ協議をしたかというと

ころについては申し訳ありません。ちょっとよく覚えておりませんが、

こちらのほうは、工事の内容が変わらないので、当然、工期の延伸のみ

で金額の変更はないと思っておったのは事実です。そのあと、実際の協

議に当たって、工期が延びればその分だけ人件費がかさむので、業務委
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託期間がですね、その部分についての申出がありましたので、協議をし

て結果がそうなったと。ちょっと書き留めておりませんで、すいません。

ちょっと、日にちは多分３月に入ってからだと思うんですけれども、ち

ょっと具体的なところはちょっと覚えておりません。申し訳ありません。 

 

長谷川知司委員 井上監督官も現場が忙しくて、本当そこまで回らなかったと

いうのが本当かなと私も推測するんですが、やはり積算を見れば、工事

監理においては人件費というのはどのようにはじいているか。そしてそ

れについて延びれば、実際、人件費が必要かどうか、設計書の最初の積

算からいけば分かるかなと思います。これについてはもっと早目に対応

して、工事監理も市の職員の電気技術者に責任を負わせるようなことを

しないで、それぞれの専門家にきちんとすべきでなかったかと思います。

これは意見で終わりましょう。続いて４４ページ６番、雨水排水設備工

事５４万円です。これはどういうことですか、説明をお願いします。 

 

井上学校給食センター所長 これは給食センターの側溝整備のうち、本来であ

れば外構工事の中に入れておったんですけれども、受水槽というものが

ありまして、受水槽の設置に当たって、隣接のブロック塀との間が５０

センチ、水路、側溝の幅ぎりぎりぐらいしか残らないというのが分かり

ましたので、この受水槽を入れる前に、その受水槽に関係する１３メー

ターの部分だけ側溝を事前に、建築主体工事の請負業者と随意契約をし

まして、その部分だけちょっと先行してやった工事です。 

 

河野朋子分科会長 これ、結局工事が少しずれ込んで、今の話ですけど、給食

センター自体の運用に影響がどのようにあったかということで、スケジ

ュール的に、リハーサルとかいろいろされましたけど、そういったとこ

ろへの影響というのはあったんですか。このいろんなことが少し遅れた

ことによって、その辺りをどのように。９月から供用開始となるための

スケジュール作っていらっしゃったと思うんですけれど、建築も含めて

一応スケジュールが全部示されておりましたが、その辺りはどうですか。



44 

 

振り返られまして。 

 

井上学校給食センター所長 ２８日までのスケジュール、結果的には行ったと

ころなんですけれども、やっぱり、それまでの準備、特に建築確認の最

後のしゅん工認定検査の部分におきましては、外構工事のほうで駐輪場

等、建築の確認申請の申請分に係る建築物もありましたので、その駐輪

場の設置工事等がやっぱり少し遅れてしまったことからしゅん工検査が

遅れ、私たちの引っ越しも当初よりちょっと遅れてしまったというとこ

ろからすると、少し１か月延びた分、１か月引っ越しが遅れたというと

ころがあります。 

 

河野朋子分科会長 今、新しいセンターで、今から職員の皆さんがそこでいろ

いろ給食を作ってくださるんですけれども、そういう働く人たちの準備

期間というか、そういったものにも影響があったんじゃないかと思うん

ですけれど、その辺りいかがですか。 

 

井上学校給食センター所長 調理員さんは当初から、１学期の給食を作ってか

ら、８月１日の供用開始に向けてこちらのほうに異動されるということ

でおりましたので、そちらについては全く影響ないと思っております。

どちらかと言いますと、私どもが教育委員会３階の学校教育課にずっと

間借りをしていたことによって、特に学校教育課の皆さんには余分に四

つの机をちょっと置かせていただいて、かなり狭い思いをさせてしまっ

たということと、やはりいろんなことで給食センターに関わる電話とか

も掛かってきて、御迷惑を掛けたなというのがあります。 

 

河野朋子分科会長 こうやってリハーサルも無事に終わったという状況で今ス

タートしましたけども、その辺りは順調なんですか、どうなんですか。 

 

井上学校給食センター所長 まだ細かな修正はずっと毎日やっております。特

に、昨日が本格稼働だったんですけれども、とは言いながらまだ中学校
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全部と一部の小学校だけで、実は本日がフルでの調理になりますので、

今うまくいっているかどうか、とても気になっているところです。 

 

河野朋子分科会長 ほかの方はいいですか。よろしいですか、給食センターの

建設。（「はい」と呼ぶ者あり）では１２番について説明をお願いいた

します。 

 

井上学校給食センター所長 引き続きまして４５ページ、事務事業評価シート

のナンバー１２、学校給食共同調理場管理運営事業につきまして御説明

をいたします。４５ページのシートを御覧ください。実施計画名は学校

給食事業、事務事業名は学校給食共同調理場管理運営事業です。施策体

系につきましては、大項目、意欲のある人づくり、中項目、義務教育の

充実、小項目、学校給食の充実、として第一次山陽小野田市総合計画に

位置付けております。事業概要ですが、この事業は、児童生徒が食事を

通じて豊かな人間性を育み、生きる力を身に付けていくため、平成３０

年８月供用開始の学校給食センターで安心・安全な魅力ある給食づくり

を進めるものです。平成２９年度は３月に完成した学校給食センターの

建物の総合損害共済への加入や献立作成ソフトウェアの保守業務を外部

委託したほか、学校給食運営委員会を開催いたしました。事業の対象は

学校給食センター、手段は学校給食運営委員会の開催、建物総合損害共

済への加入、献立作成ソフトウェア保守業務の外部委託、意図は、全て

の児童生徒に安全な学校給食の安定的な提供としております。続きまし

て歳出歳入ですが、平成２９年度の歳出歳入の決算額は、合計でともに

５万９，８９０円となりました。４６ページに歳出の使途を記載してお

ります。上から報償費の４，０００円は、学校給食運営委員会に参加し

ていただきました学識経験者である委員への報償金です。続いて、旅費

の６，３６０円は、学校給食運営委員会及びその部会に学校の先生方

―栄養教諭を含む先生方―が委員や部会員として参加された際の費

用弁償です。続いて、保険料１万６５０円は、３月に建築主体付帯工事

が完了した給食センターの建物の火災や風水害等の被害に備えるための、
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公益社団法人全国市有物件災害共済会が運営する建物総合損害共済の加

入保険料です。設備保守委託料３万８，８８０円は、パソコンにインス

トールしました献立作成ソフトウェアの保守業務委託料です。続いて、

歳入について、４５ページ。中ほどの歳入の財源内訳としましては、一

般財源５万９，８９０円を充当いたしました。次に、その下の活動指標

又は成果指標の欄ですが、この事業の手段は学校給食運営委員会の開催、

建物総合損害共済への加入、献立作成ソフトウェアの保守業務の外部委

託ですので、平成２９年度につきましては、献立作成ソフトウェアの保

守業務の外部委託、建物総合損害共済への加入、学校給食運営委員会の

開催の三つを活動指標として設定いたしました。１と２の指標の達成率

は１００％でしたが、３の指標の達成率が６６．６％でしたので、活動

指標又は成果指標の欄の下の左側にあります平成２９年度目標達成度を

Ｂとしました。その右隣、課題及び改善策はありません。次にその右隣

の今後の方向性ですが、第二次総合計画に掲げております基本政策の一

つ、学校教育の推進を図る上で、学校給食センターを適切に管理運営し

ていくことは有効と判断しており、心身ともに健全な児童生徒の育成と

いう成果の達成を目指して、今後実施計画に記載したコストを維持しつ

つ進めていく予定としておりますので、成果の方向性とコスト投入の方

向性ともに⑤の現状維持としております。説明は以上です。御審議のほ

ど、よろしくお願いします。 

 

河野朋子分科会長 説明が終わりましたので、委員からの質疑を受けます。 

 

笹木慶之委員 これは手法の問題ですから、これが今後取組ありましたが、目

標達成度がＢで、課題及び改善策の記載は何もないというのは、これは

これでいいんですか。 

 

井上学校給食センター所長 学校給食運営委員会の開催をまず３回が２回にな

って６６．６％になった一つの原因としましては、平成２９年度、今度

給食の会計マニュアルあるいはアレルギー対応の実務のマニュアルを作
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るに当たりまして、実際に実務を担っていただきます学校の養護教諭の

先生や事務の職員の方と、しっかり協議を重ねてまいりました。協議検

討を重ねるに当たりましては、養護教諭さんや事務職員の方々が定期的

に開催されております勉強会の日程に合わせて協議をさせていただいた

ため、結果的にちょっと運営委員会を開催する日程調整が３月、これは

３学期に予定していたものができなかったんですけれども、その事務職

員や養護教諭さんの会議が３月にあったということで、運営委員会のほ

うがちょっと開催できなかったというところです。課題については改善

策については３回ともやるというのが改善策かもしれないんですけれど

も、それについては、書くほうがおかしいんじゃないかと思って、今回

ちょっと空欄とさせていただいたんですが。 

 

笹木慶之委員 我々も評価しなくちゃならんので大変その辺り困るんですが、

書いてあるところと書いてないところが実はあるんですよね。さっきの

シティセールスなんかはＡランクで書いてあって、また課題もコメント

も書いてある。課によってばらつきがあるよね。特に今、給食センター

については、事業の執行のほうはＢできちんと書いてあるんですね。こ

ちらに書いてないから、あえて言われなかったら何とも思わないんだけ

ど反省事項を含めて言われたんで、これ書くべきじゃないかなと思った

んですが。それ以上はありません。 

 

河野朋子分科会長 そういった指摘がありました。学校給食運営委員会の役割

っていうのがどういうものなのかということで、ここの会議が３回やる

ことと２回やることの違いとか、その辺りが見えにくいのでこれに対し

ての評価をどうしたらいいのかという、その辺りもあるんですけど、運

営委員会の役割というか、それを、回数が多ければいいのかあるいはも

っとほかの部会を増やしたほうがいいのかとか、その辺りについて検討

はされているんでしょうか。 

 

井上学校給食センター所長 運営委員会は、ある程度部会のほうで方向性を出
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して、これでいいんじゃないかというものを作った上で、委員会に掛け

ていろんな意見を聞いて、最終的にこういう方向でいきましょうという

のを決める会だと思っております。当然、委員会に掛ける内容につきま

しては部会でやりました献立作成物資選定委員会、それから食育部会そ

れから衛生管理部会と三つの部会があるんですけれども、それぞれ２回

とか８回とかですね、内容によって開催をしておったところですが、ど

うしてもその委員会に挙げるためには部会あるいは関係の方々と協議を

し、きちんと詰めたところで出さなければならないというところで、も

ともと３回と書くところが、いいのかというところは確かにありますが、

必要に応じて開催し意見を聞くということで、その辺りにつきましては、

今後の課題と、回数を目標にするのが妥当かどうかというところも含め

てちょっと今後検討課題とさせていただけたらと思います。 

 

河野朋子分科会長 センターになったということで、この運営委員会そのもの

はやっぱり役割はかなり大きくなると思うんですよね。今までそれぞれ

の学校でやっていた給食が一つになったわけですから、新しい体制なの

で、ソフトの面でそういうところをしっかりしていってほしいという意

味で、運営委員会にも期待はしているわけですけれども、お聞きすると

やはり活動指標をこういう回数挙げることがどうなのかというところに

ついても、まだ余り十分検討されていないようですので、その辺りは今

後の検討課題になるので、例えばその課題とか改善策のところにそうい

ったことを書くとか、そういうことも一つの、さっき全く空欄なのはど

うなのかという指摘がありましたがそういうことも一つの改善策ではな

いかと私も今思いましたので。始まったばっかりでいろいろ新しいこと

ばかりですので、今から変えていかなくちゃいけないというか、作って

いかなくちゃいけないと思うので、その辺り今後の検討課題にもしてい

ただきたいというふうには思いました。建物はできましたが中身の運営

が今からっていう、すごく大事なところなので特にその辺りをお願いし

たいと思います。 
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森山喜久委員 建物総合損害共済の確認なんですけど、４６ページに今、保険

料で１万６５０円と挙がっておりますが、これ日割り計算ですか月割り

計算なんですか。 

 

井上学校給食センター所長 引渡日から３月３１日までの日割りです。 

 

森山喜久委員 平成２９年度決算なんで１万６５０円という形なんですけど、

平成３０年度以降の分は、その分をきちんと３６５日で計算された数字

を計上されているということでよろしいでしょうか。 

 

井上学校給食センター所長 建物だけではなくて設備とかもありますので、そ

の辺りにつきましては、もう計上して、実際にもう契約もしております。 

 

森山喜久委員 もう一点だけ。平成２９年度じゃないというのは重々承知なん

ですけれど、この保険の部分で、食中毒等に対応する保険に入る予定な

のかどうなのかを確認させてもらっていいですか。 

 

井上学校給食センター所長 その保険共済には入っておりません。 

 

森山喜久委員 平成２９年度決算なんでちょっとあれなんですけど、実際五千

数百食を１か所にやるということがあるんで、もしもということがこの

間もある中で、様々な例えばアレルギー対応の部分とかいろんなマニュ

アルとか作っていらっしゃるのは重々承知していますけれど、ただそう

はいってもやっぱり万が一ということも含めて、そういった形の保険が

あるならばそういったところの保険も検討するべきじゃないかという御

意見として、この決算の分に関係ないんで、意見としてちょっと言わせ

てもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

河野朋子分科会長 そういったことの研究・検討をお願いいたします。ほかに

はいいですか。（「なし」と呼ぶ者あり）事業が全部終わりましたので、
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ページを追って質疑を受けたいと思います。まず、２６２ページから

２７３ページについて、今行った事業以外のところで質疑を受けます。 

 

宮本政志委員 ２７３ページの備品購入費。校内器具費の２２２万７，６６３

円の中に、中学校の扇風機の８０万８，０００円ですか、その費用は入

っているのかということと、それで市内の小・中学校の扇風機の大体の

配置はもう終わったのかということをお聞きしたいんですけれど。 

 

若松教育総務課学校施設係長 扇風機の設置事業ですけれども、中学校費の消

耗品費で購入をしております。 

 

河野朋子分科会長 ２７１ページでいいんですかね。 

 

若松教育総務課学校施設係長 ２７１ページです。 

 

河野朋子分科会長 その中に入っているということですか、消耗品費。 

 

若松教育総務課学校施設係長 消耗品費の中に入っております。整備状況です

けれども、平成２８年度に小学校普通教室に２台ずつ設置しております。

平成２９年度は中学校の普通教室に２台ずつ設置しております。今年、

小学校の普通教室に更に２台追加して購入しております。小学校は今普

通教室に４台設置しております。普通教室においては中学校の普通教室

に来年もう２台設置する予定です。 

 

宮本政志委員 今何でそれ聞いたかというと、エアコンが付くまでの間、もう

ちょっとね何年かの間、また猛暑が続くんで、できれば、早目、早目に

というかエアコン付いて扇風機というわけにはいかないんで、早目にし

てほしいなという意味で言ったんですけど。 

 

河野朋子分科会長 エアコンがいつ付くかというのは、この間もありましたけ
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ど、未定ということでいいですか。確認です。 

 

吉岡教育総務課長 エアコンの導入時期につきましては、昨日も申し上げまし

たがこの調査の結果を受けて検討、決定していくということになります。 

 

森山喜久委員 今から調査するという形の補正を出された中で、またちょっと

平成２９年度の決算の関係とちょっと違う中で言ってしまって申し訳な

いんですけれど、今日の新聞とかテレビの中でも、美祢市は小学校５校

にエアコンを設置したと。これは家庭用のエアコンを設置してやったけ

れども、結局１学期の中で、学校長とか保護者のほうが、やはり子供た

ちの健康のために、健やかに成長する部分を含めて、そういったところ

を、今この猛暑乗り切るために夏休み期間中にどうしても付けてほしい

というふうな意見の中で、２学期間に合うように設置できたという表現

の中の記事だったと思っています。その部分で１，０８０万円というこ

とで、この間私のほうも一般質問させてもらっている中でいえばエアコ

ンが６億円、電気代とか含めてリース形式で１０年間掛かるという答え

も聞いていますけれど、それを単純にいえば１年間で６，０００万円、

うちの部分では小・中学校全て付けた場合、そういった６，０００万円

の数字なのかなと。美祢でいえば小学校５校に入れて、今回２学期に間

に合うように付けて、１４校全て賄えますよという状況になったという

ところでいえば、やはりすごい子供たちに対する格差というか思いの違

いを何か感じるんです。検査結果を待って待ってという話もあるかもし

れませんけど、例えば教育委員会としてはそういうふうに強く市長部局、

市長、副市長のほうにお願いしながら、前向きに、付けていくとかそう

いう発言はできないんですかね。 

 

河野朋子分科会長 どうですか。昨日の補正予算の議案審議のときに、やはり

そういった議論になって、何となく委員会としてもきちんとはっきり答

弁もらえてなかったということと、今の美祢市の事例も挙げられた中で、

山陽小野田市としてはどうなのかというのがまた改めてそういった提起
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があったんですが。 

 

尾山教育部長 教育委員会の姿勢は、昨日も申し上げましたように１日でも早

く付けたいということで、市長部局のほうにもお話をしておりますし、

市長、副市長とも話はさせていただいているところですが、これ市とし

ての方針、何年に付けられるかという御質問でしたので、それは調査を

してみて、専門家のアドバイスを受けてスケジュールを立てたいという

ことで御答弁させていただいております。 

 

河野朋子分科会長 方針があってそれに合わせていろいろ手段を取っていくと

思ったんですけれど、その大まかの方針は未定なんですよね。全市内に

付けるかどうか。 

 

尾山教育部長 いや、全市内には付けたいというふうに考えております。その

方向で考えますけれども、何年掛かるかというところで、ちょっと専門

家の御意見いただかないといけませんし、工期もどれぐらいでできるの

かとか、地元の業者をどれだけ活用というか頑張っていただけるのかと。

そういったものも、この調査の中身に入っておりますので、その辺りを

見て、具体的なことについては御答弁させていただきたいと考えており

ます。 

 

河野朋子分科会長 市内全校に付けるという方針は、出しているということで

いいですか。 

 

尾山教育部長 はい、全部の学校に付けたいということで。格差があるという

のはもう全然良くないことですので、そういったことの事態を招かない

ようにさせていただきたいと考えております。 

 

河野朋子分科会長 時期だけがちょっとまだ未定であるという、改めてそうい

った確認をいたしました。その間は扇風機を使うということですね。 
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髙松秀樹委員 時期だけ未定ということでいいんですか。だから、調査をする

ということは基本的に付ける方向で調査をしていくと。今後いつ付ける

かについては、その調査を待って決定をしていきたいということ。だか

ら、短絡的に言うと、調査は付けるために行っているということになり

ますけどいいですか。 

 

尾山教育部長 そのとおりです。付ける気がなくて調査をすれば、それは税金

の無駄遣いでしかありませんので、付けるという方向で今調査をさせて

いただきたいと考えております。 

 

河野朋子分科会長 今の発言が最終的な発言ということでよろしいですか。 

 

古川副市長 会長から御質問いただきましたので、基本的には今回補正を上げ

たというのは、本来来年の４月からという流れでもあったんですけれど、

こういうような社会情勢、また喫緊の課題ということで、まず補正を上

げさせていただいたと。この補正を上げた中でどういうような手法を取

るというのを今教育委員会のほうは申したと思うんですけど、昨日も申

しましたように、来年度の新年度予算におきまして、この結果の過程を

見ながら、スピード感を持ってやりたいと。これは市長の考えでもあり

ますので、今教育部長が申した方向で、できるだけ早く設置はしていき

たいという考えは持っております。 

 

伊場勇副分科会長 ２６９ページの機械器具借上料のところなんですが、実績

報告書の中で、小学校タブレット端末整備事業と書いてありますが、中

身をちょっと詳しく。器具の内容とその結果とその目的を教えてくださ

い。 

 

麻野学校教育課主幹 ２６９ページの教育振興費、１４節機械器具借上料

１，５９４万２６０円の内容です。これにつきましては、小学校にタブ
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レット端末、これタブレット型ですけれどもキーボード脱着式のタブレ

ットなんですが、これを全部で２５０台。これは平成２７年度に整備を

いたしました。毎年リース料で１，５００万円ぐらい掛かっておるんで

すが、これにつきましては子供たちがインターネットの調べ学習、ある

いは学校の先生が資料の提示等、そういうものを授業で活用して使って

おります。一応、このタブレットにつきましては、平成２７年からの５

年リースということで予算計上して決算も挙がっております。以上です。 

 

伊場勇副分科会長 実績報告書の中の３１ページなんですが、小学校費の学校

管理費のところに、小学校遊具修繕（８校）と書いてありまして、次の

ページの３２ページの上段に本山小学校ブランコ、これは更新事業と書

いてあるんですが、この修繕と更新の違いを教えてください。 

 

吉岡教育総務課長 学校遊具に関しましては、年に１回専門業者による検査を

全て行っております。その検査をしていく中で、部分的にここは改修し

たほうがいいだろうというのがやはり出てきますので、その部分的に改

修したものが３１ページの小学校の遊具の修繕です。そして３２ページ

の本山小学校のブランコにつきましては、このブランコ自体で古いのを

撤去しまして、新しいのに換えております。ということで、その修繕と、

こちらのブランコが工事請負費になると思いますが、そちらの違いとい

うことです。 

 

伊場勇副分科会長 今小学校全てにブランコはあるんですか。ないといけない

んですか。 

 

尾山教育部長 教育委員会のほうで、授業で使う遊具と昼休みなどの休憩時間

に子供たちが遊ぶ遊具というのを分けておりまして、授業で使うのは学

校のほうで全ての学校に設置していくと。遊びで使う遊具につきまして

はいろんなものがありますので、小学校入学前から親しんでいるような

遊具、例えばブランコあるいは滑り台、ジャングルジムとかですね、ジ
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ャングルジムは授業で使いますね、そうしたものに限って、小学校には

設置をするという考えでこれまで整備してきております。 

 

森山喜久委員 今の２７１ページの３目学校建設費のところで、先ほど言われ

た本山小学校のブランコ小学校遊具の更新事業で１２４万２，０００円

使われているという内容かと思いますが、それも含めて工事費を８７７

万９，７３２円を支出されているという状況でよろしいんですか。 

 

吉岡教育総務課長 はい、おっしゃるとおりです。この工事請負費の８７７万

９，７３２円の中に、本山のブランコが入っております。 

 

森山喜久委員 せっかくですから、あと主だったものでどういった工事をして

いるか、一つ二つ教えてもらえると、と思います。 

 

若松教育総務課学校施設係長 小学校の工事請負費、ほかにどんなものがあっ

たかということなんですけれども、例えば、出合小学校の給水ポンプの

改修工事、小野田小学校のプールの防水の塗装の工事等があります。 

 

河野朋子分科会長 学校司書の件が毎年出ていますけれども、平成２９年度

１７人、これの嘱託あるいは臨時の内訳はどうなっていましたか。 

 

麻野学校教育課主幹 学校司書につきましては、１７名のうち２名が任期付職

員で、残りの１５名は臨時職員という任用形態です。以上です。 

 

河野朋子分科会長 学校図書室、司書を置いたことによって、かなりいろいろ

子供たちの読書状況が良くなっているという報告は聞いていますし、優

良読書の学校表彰を受けたという話も聞いていますけれども、その辺で

司書の配置事業についての評価、これはどのようにしておられますか。 

 

三輪学校教育課長 各学校に学校司書を配置していることによりというお話が
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ありましたけど、子供たちの読書習慣であるとか、また調べ学習である

とか、授業の中にも司書を配置することによっての改善がかなり見られ

るようになってきておりますので、引き続き各学校にはこの学校司書を

配置するという方向で進めたいとは思っております。 

 

河野朋子分科会長 その評価されたことによって、司書の処遇ですよね。それ

がもうちょっと、例えば任期付とか、そういった更にステップアップ、

そういったことについて毎年その話は出ているんですけど、教育委員会

としてはそういう要望というのは出されているんですか。どうですか。

そのことについて、ずっとこれは続けてやっていますので。 

 

宮内教育長 この今学校司書の配置につきましては、評価は大変しております。

おかげさまで子供たちも読書好きになっていますし、議員がおっしゃっ

たように、表彰を受けております。ですが、今課長のほうが全員現状で

の配置と申したと思いますけれども、各学校への配置は継続しますけれ

ども、各学校今全員一人という配置については、ちょっとその辺は見直

しも今考えているところでありますので、現状維持ということはちょっ

と難しくなる可能性はあります。 

 

河野朋子分科会長 どういうことですか。各学校一人という配置を見直すとい

うことですか。 

 

宮内教育長 そうですね。今実際に兼務しているところもありますし、そうい

うような形に少しなっていく可能性はあります。今その辺もちょっと検

討しているところです。 

 

河野朋子分科会長 それはなぜですか。なぜ見直しをするんですか。評価して

いるけども見直すというのはどういう意味ですか。 

 

宮内教育長 これはもろもろいろいろな理由があります。教育予算もいろんな
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ところで無理を言って今お願いしているところもありますので、見直す

ところも必要性のあるところもありますので、学校司書さんの配置につ

いてはしっかり今まで成果は挙げているところでありますけれども、そ

の中で見直しをしなければいけないという。全体を見てですね、全体の

中で見直しをしていかなくちゃいけないという中で、学校司書の配置に

ついてもちょっと見直しを検討しているところであるということです。 

 

河野朋子分科会長 今の質問の趣旨は、それだけ評価も上がっているし、子供

たちの成果が出ているので、そういう司書に対しての処遇ですよね。も

っと働きやすくするという、働く環境についてもちょっと結構言われて

いましたよね。図書室がかなりエアコンもなくて暑いとかそういった状

況で、もっと司書の人たちが働きやすい環境にしてはどうかという、今

提案というかそういう意味合いで質問したんですけれど、むしろ今の話

を聞くと、各校一人というのを縮小していくというふうに受け止めたん

ですけどそれでいいんですかね。理解としては。 

 

宮内教育長 その辺を今、少し検討しなきゃいけないなというふうに考えてお

ります。 

 

河野朋子分科会長 縮小に向けてですか、それは。その辺っていうのはどちら

ですか。 

 

宮内教育長 人数配置については、縮小という形になるかと思います。 

 

河野朋子分科会長 だからそれはなぜそういった議論が出てきたのか。全く今

までに聞いたことがない話なんですけれど。予算委員会、決算委員会を

通じて、このことについてはむしろ評価するのでという議論をしてきた

中で、そちらの方向に今変わりつつある理由というのが全然見えないん

ですけれど。その辺りの説明をもう一度お願します。なぜそういう方向

になっていくのか。 
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宮内教育長 先ほど申し上げましたけれども、教育委員会全体的なことを考え

た中で、いろんなところで予算要求をしておりますし、そういった中で

見直しをしていかなくちゃいけないところもあるという中で、学校司書

の配置につきまして、ちょうど今検討をしているというところです。 

 

河野朋子分科会長 予算的なところということですか、今のは。それ以外、ほ

かに何か理由がありますか。 

 

宮内教育長 学校司書が配置されてもう数年たちます。そういった中で、かな

り充実してきたところもありますし、システム的にも機能してきている

ところもあります。そういった中で、各学校に今一人ずつの配置になっ

ておりますけれども、学校によって規模も違いますよね。大きいところ

小さいところ。そういったところを抜きにして、各学校に一人ずつ配置

しています。そういった中で、司書のいろんな負担面とかいろんな面も

学校によって差があります。そういったところもいろいろ整理した上で

調整を図っていきたいと。それから図書支援という形でボランティアの

方たちにもいろいろ入っていただいていますけれども、先ほどちょっと

ある面縮小というお話がありましたけど、そういったボランティアの

方々の支援によって補えるところもあるのではないかと。いろいろとそ

ういったところを含めて、現状の各学校一人ずつの配置については、見

直しができる時期に入ったんではないかということも含めて、今検討し

ているということです。 

 

河野朋子分科会長 納得はいきませんけど、このことばっかりやってもいけま

せんが、そういった方向性を教育委員会として持っているということは、

今回の決算の審議の中で明らかになりましたので、このことは分かりま

したけれど。ほかに何か。 

 

長谷川知司委員 実績報告書の中の３１ページ、３目指導研究費の中で、５番
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スクールカウンセラーなど、緊急派遣事業とあります。これはどういう

状況で緊急派遣するのか、またその緊急派遣が偏った状態なのか、ある

いは市内全ての学校にそういう状況があるのかを教えてください。 

 

真鍋学校教育課主幹 この緊急派遣事業ですけれども、全ての学校同じという

ことではありません。スクールカウンセラーの定期配置に関しては、全

ての学校に大体同じような回数行けるようにしておるんですけれども、

定期配置のカウンセラーの相談では少し足りないとか、緊急性が出てい

るとか、重大であるとか、そういうことがありました際には、学校のほ

うから御相談がありまして、それに合わせて派遣しているという形です。 

 

長谷川知司委員 偏っているかどうかというのはどうなんですか。特定の学校

に偏っているということはないですか。 

 

真鍋学校教育課主幹 回数の多い学校はあります。逆に、申出のない学校もあ

ります。事案が少なくて校内やカウンセラーとの相談等々で、緊急派遣

の必要ない学校には派遣のない学校もあります。 

 

長谷川知司委員 一応、緊急派遣って、緊急と付いておりますので、急を要す

ると思うんですが、もし言えればどんな状況のときとか、例があれば。 

 

真鍋学校教育課主幹 一つには家庭的な状況で学校がなかなか立ち入りにくい

状況が起こったりした場合には、スクールソーシャルワーカーにお願い

することがあります。なかなか個別の状況は申し上げにくいのですけれ

ども、児童相談所が関わったり、警察が関わったり、少しもめごととし

てもなかなか難しいなと、対応が難しいなというような場合が多いかと

思います。 

 

長谷川知司委員 今言われましたようにこれはスクールカウンセラーではなく

て、ソーシャルワーカーのほうの領域になってくるわけですね。要する
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に学校だけじゃなくて警察、あるいは児童相談所。であれば、スクール

カウンセラー等というのはその中にソーシャルワーカーも入っておると

いう理解ですか。 

 

真鍋学校教育課主幹 本市では５名の派遣があるんですけれども、うち２名が

カウンセラーです。３名がスクールソーシャルワーカーで、その御相談

内容に応じて、使い分けをさせていただいております。 

 

河野朋子分科会長 ２７３ページまで、質疑があれば。（「なし」と呼ぶ者あ

り）今、お昼の時間になりましたがもう少し延長させていただき、この

部分を終わりたいと思います。２７３ページまでなければ、次は２８６

ページから２９３ページまで、さっき事業のほうでもやったところもあ

りますので、それ以外の部分で、質疑があれば受けます。よろしいです

か。（「はい」と呼ぶ者あり）それでは、審査番号６について審査を終

わりましたので、分科会を閉じたいと思います。午後１時から再開いた

します。お疲れ様でした。 

 

午後０時１分 休憩 

 

午後１時 再開 

 

河野朋子分科会長 それでは、総務文教分科会を再開します。審査番号の８番、

歳入について質疑を受けたいと思いますが、款ごとに区切っていきたい

と思います。まず、１款から１０款、７２ページから７９ページについ

て質疑を受けます。税務課から不納欠損についての資料も出されている

ようです。では少し聞きますけれど、平成２９年度、不納欠損が増えて

いるようですけれども、その理由をお願いします。 

 

石田税務課長 件数自体は、平成２８年度と比べたときにそれほどの大差はな

いかと思います。金額がかなり大きく増えておりますが、これは１件、
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会社が持っている固定資産税、都市計画税、法人市民税を不納欠損した

ために金額が大きくなっています。ちなみにこの１社の不納欠損額は、

３，９５２万１，１００円で、不納欠損で落とさせていただいています。 

 

河野朋子分科会長 理由は分かりました。滞納整理の取組については、平成２９

年度特に何か変わったことがあれば。どのような状況か。 

 

石田税務課長 滞納整理についてですが、現在、時効の完成での欠損をなるべ

く少なくするように心掛けています。毎週、週に２回ほど県の併任徴収

の方がこちらに来られていますので、その方の助言等を頂きながら、滞

納整理をしっかり行うようにしています。 

 

笹木慶之委員 その他関係資料その１の中に、法人市民税の資本金等の額の従

業員数ランク別法人数の推移というのがあります。２１ページ。これを

見ていただければ分かるように、平成２５年度から比較すると、特に、

資本金等の額が５０億円を超え従業員数が５０人を超える法人というの

がかなり増えていますよね。そのほか減っているところはほとんどなく

て、全体的にかさ上げされつつ事業数が増えている。特に平成２５年か

ら比較すると、３０社余り増えている状況なんですが、これは平成２９

年度決算ですが、その後の動き。いわゆる景気は決して悪くないと言わ

れていますが、山口県の状況はどうなんかなというふうに思うんですけ

れども、そこのところはどういうふうに見ておられますか。 

 

石田税務課長 平成３０年度、今年度以降の見込みということだと思うのです

が、日本銀行下関支店が毎月出しております県の金融経済情勢などを見

ましても、県内の景気は緩やかながらも順調に回復しているという内容

の報告もあります。雇用所得情勢においても、引き続き労働需要が引き

締まっているということで、改善しているというふうな見込みが出てお

ります。当然、山口県の状況ですので、当市においてもこの影響はある

のではないかというふうに分析しています。 
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笹木慶之委員 その結果が、こういう動きが、法人市民税の中に反映されてい

ますか。 

 

石田税務課長 今年度、３０年度に入りまして、法人市民税等の毎月の調定の

動向を見ております。９月議会では補正等は行っていませんが、現在の

状況を見ましたところ、少し増えているような状況です。また今後、中

間申告等も出てまいりますので、その辺の情報、状況を踏まえて、増額

補正等の必要があればさせていただこうと考えております。 

 

笹木慶之委員 もう一点固定資産税についてお尋ねします、このたびの補正予

算で新たな計上をされたということで、その辺りは分かるんですが、全

体的な動きとして土地の評価というのは、やっぱり上がってないんです

よね。ただ、償却資産であるとか、あるいは建物の関係が増えてきたと

いうことなんですが、税務課として現時点の状況を見ながら、今後どの

ような形を想定しておられるのか、分かれば教えてください。 

 

石田税務課長 固定資産税につきましては土地、家屋、償却資産の三つの税目

があります。土地に関しましては、今年度評価替えの年でしたが、土地

の価格というのが、まず地価公示、地価調査、この辺の状況が絡んでま

いります。この地価公示、地価調査の状況を見ますと、例えば東京とか

首都圏であれば、商業地等は上がっているところも見受けられるのです

が、山口県を見ますと、住宅地、商業地ともに下落傾向がずっと続いて

おります。山陽小野田市においても、県の動向を受けまして、下落傾向

にはあります。ただ、この下落幅は縮小傾向にありますので、少しずつ、

上向きにはなっていくのではないかというふうには考えています。次に、

家屋ですけれども、来年度、消費税が上がることもありまして、駆け込

み需要等もあろうかと思いますが、日本銀行下関支店が、「山口県にお

ける住宅投資の動向と今後の見通し」というものを出しております。こ

れを見ますと、先ほど申しました消費税の引上げに伴いまして、多少の
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増加が考えられると思いますが、税率の上昇幅がさほどないことから、

前回の消費税の引上げのときほどの増加はないだろうというような見通

しが立っております。最後に償却資産ですが、こちらも先ほどの法人と

同様で、県内の景気が緩やかな回復基調にあるということから、新規の

設備投資等が増加しているような状況です。近年、太陽光発電の設備が

市内にもいろいろなところに建っていると思いますが、そちらの申告件

数も増えていますので、償却資産のほうは増加しているような状況です。 

 

笹木慶之委員 今、発言がありましたが、私も家屋等の増加は消費税に対する

駆け込み需要かなと思ったんですが、下関の関係の発表でそうではない

というところも見えるということならば、多少は安心したんですが、い

ずれにしても、固定資産税というのは市税の基本ですから、やっぱり一

番の基の税金ですから、しっかりした対応が必要じゃないかなと思いま

すが、企業活動が活発になるような施策も市のほうとしては大事じゃな

いかなと思います。もう一つお尋ねしますが、自動車税の関係です。傾

向とすれば、軽四が増えているということなんでしょうが、それはそれ

として、実は原付バイクのことが気になるんですけど、登録はしている

が、実際に現物がないという状況があると思うんです。その辺りはどの

ように掌握していますか。 

 

山口税務課市民税係主任 原付バイク等の課税の取扱いなんですが、台数とか

については本人からの申出等により、課税保留等を行っています。 

 

笹木慶之委員 要は、いわゆるナンバーは出しているんだけど、現実はもう動

かないし、ないというような人が結構おられて、そのことに対する対応

力なんですよね。それは今言われたように、申出があって、申告されれ

ば、即それで対応ということになるんですか。 

 

山口税務課市民税係主任 申告を受ければ、それを受理して、それを確認した

上で対応させていただくということになります。 
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笹木慶之委員 確認はどういう方法でされるんですか。 

 

山口税務課市民税係主任 現地に行って、確認をさせていただくということに

なっています。 

 

笹木慶之委員 分かりました。そうでしょうね。現物確認しないと、やっぱり

状況的に動くものかどうかも分かりませんからね。分かりました。 

 

河野朋子分科会長 ほかに。７９ページまでよろしいですか。（「はい」と呼

ぶ者あり）８０ページから８５ページの１３款、使用料及び手数料のと

ころ。よろしいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）１４款の８８ページ

から９３ページ。よろしいですね、９３ページまで。（「はい」と呼ぶ

者あり）１５款、９４ページから１０３ページまで。１０３ページまで

よろしいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）１６款、１７款の１０２ペ

ージから１０７ページまで。 

 

笹木慶之委員 １０３ページの一番下に移譲事務県委託金があります。いわゆ

る権限移譲を県から受けたということでしょうが、これが１，０８０万

３，０００円ですか。これは今まで県から権限移譲を受けた全ての事業

に対する事務費と考えていいんですか。 

 

篠原企画部次長兼財政課長 御質問のありました移譲事務委託金１，０８０万

３，０００円ですが、これは県からの事務の移譲に関する委託金という

ことで、パッケージというものと、それからメニューで選択するものの

委託金です。県から受けた全ての事務に関する委託金がこの額になって

います。 

 

笹木慶之委員 かなりの項目があると思うんですが、何項目ぐらいありますか。

おおよそでいいですから。相当あると思うんです。要は、その項目が果
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たしてこれで賄えるのかどうかというのは、０．０１とか変なカウント

しているんですよね。しかし、人は０．０１とか０．１とかじゃないん

ですよね。だから、その辺りの実態を県にもう少し何らかの形で、この

移譲事務の事務費は検討すべき事項と思いますがどうなんでしょうか。 

 

篠原企画部次長兼財政課長 確かにこの委託金１，０８０万３，０００円で全

てが賄えるのかということになりますと、委員言われるとおり、なかな

かそうはいかないであろうという面もあります。また、県と移譲事務の

協議を行う中で、その辺りもまたしっかり確認をさせていただきたいと

思いますが、県下一律の基準において、件数やその事務の内容にもよっ

て委譲の単価が決まっていますので、また、その辺りも併せて確認をし

ておきたいと思います。 

 

笹木慶之委員 最初に始まった頃のことを知っているんですが、県は市町村に

迷惑掛けないということを言いながら、結果的には十分な事務費が出て

ないということで、市の職員にどうしても負担が来ているということが

ある。ただ、単純な事務じゃなしに新しい知識入れなくてはならんとい

うこともありますし、それから、対応力、即座に右から左に動かないと

いう問題もあって、時間も掛かるということもありますから、そういっ

た面も加味して、やはりこの事務費を考えてもらうというか。今まで県

がやっていたときには大変だったことがいっぱい移ってきているんです

よ。だから、やはりそれは機会あるごとに、副市長。ひとつ、県のほう

にしっかりその辺りを言ってもらいたいと思いますが、どうでしょうか。 

 

古川副市長 西暦２０００年ぐらいに地方一括関連法案が整備されたときに、

国の事業が県に下り、県の事業が市のほうに下りてきたという経緯がご

ざいまして、私も当時、その辺の経緯は存じ上げているんですけど、今、

笹木委員がおっしゃられたように、ちゃんと精査する中で受ける、また、

それなりの交付金等はちゃんと市長会等々を通して訴えていきたいと考

えています。 
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笹木慶之委員 はい、よろしくお願いします。 

 

長谷川知司委員 １０５ページですけれど、ふるさと寄附金。逆に本来ならう

ちに入るべきものが、よそにふるさとで流れた金額はどれぐらいか教え

てください。 

 

吉井シティセールス課長 山陽小野田市民の方が他の自治体に寄附をしたこと

によりまして、本来、市に納められるべき税金が控除されたという部分

の額につきましては、２，９５３万１，２７２円となっています。 

 

長谷川知司委員 ということは今のところはまだ黒字だという解釈でいいんで

すね。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 

笹木慶之委員 今のふるさと寄附金ですが、やはりこれは新しい財源として、

もう少し頑張っていくべき事業じゃないかなと思います。昨年も川地部

長にはそういうことを申し上げましたが、初年度から比べると大分伸び

ておりますけど、他市に比べるともっともっと、伸びしろが少ないんじ

ゃないかなというふうに思うんです。それで、シティセールス課のほう

でシティセールスをされる中で、そのことが結果的にこういったものに

反映してくるということを期待するんですが、なかなか即効力にならな

いというか。私はやっぱりもっと力を入れていくべきと思いますが、先

日の報道関係の発表によりますと、被災された地域のふるさと納税が増

えているというふうな傾向が実際あるわけですよね。全体のパイが右行

ったり左行ったりするということの中で、ややもすると、どっちにしよ

うかと迷ったときにそっちのほうですると。それはそれでいいんですけ

ど、やっぱり本当にふるさとを思う気持ちが我が市のほうへ帰ってくる

というアクションは、もう少し私は動いたほうがいいんじゃないかなと

思います。それと合わせて、過ぎたるは何とかになりますが、しかし、

ふるさとの物品を外に出すという力も当然要るわけですから、このたび
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の新しい陶芸が一つ増えたということも聞いていますけれど、やはりそ

ういう品物が外へ出て、そして、このふるさとを思う気持ちが伝わって

いくということも大事だと思います。その辺りを市全体でもう少し考え

て、私はふるさと納税にもっともっと力を入れていくべきだと思います

が、その点はどのようにお考えでしょうか。それともう一つは、ある程

度目的を絞り込んでもいいと思うんですけれど、そのことのほうが逆に

寄附をしたいという気持ちをそそるんじゃないかなと思います。その辺

りについてお聞かせください。 

 

吉井シティセールス課長 ふるさと納税についての取組です。御指摘のとおり、

シティセールスも始まりましたし、更に本格的にといいますか、更に力

を入れて取り組んでいきたいというところです。これまでも、平成２８

年度に比べ平成２９年度が増えてというところも、やはりその返礼品の

品物の数が増えているところも影響として多分にあると思います。です

から、そういったことで新たな返礼品の開発とか、そういったことにつ

きましてはシティセールス課、あるいは地域振興部だけじゃなくて、経

済部とかほかのところとも一緒になって、チームを作って、返礼品の開

発にいろいろと関係機関に当たっていくとか、そういうふうな動きはし

ていきたいと考えております。 

 

笹木慶之委員 いみじくもおっしゃいましたが、やはりチームなんですよね。

そのことを目的とした、庁内でチームを作って、それをしっかり検討し

て、そして発信していくということは私も大事だと思います。しっかり

した取組をお願いしたいと思います。 

 

河野朋子分科会長 意見ですね。（「はい」と呼ぶ者あり）企業版ふるさと納

税の実績については、どのようになっていますか。 

 

宮本企画政策課企画係長 昨年度の企業版ふるさと納税の実績ですが、合計で

６社ほど寄附を頂いていて、金額が５６０万円ほど頂いています。 
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河野朋子分科会長 これも先ほどの個人の分とは別に、企業版のふるさと納税

ってすごく有益なものだと思っているんですけど、多分昨年の決算時に

ももう少し力を入れてやっていきますというような話が出たと思います

し、これは、きめ細かく、そういった企業を訪問していって、お願いし

ていって、どんどん増やしていきたいというような意欲、その辺りをお

聞きしたような気がするんですけど、それについて平成２９年度の取組

の今の金額を聞きましたけれども、それについての評価と今後の方針に

ついて改めてお聞きします。 

 

古川副市長 このふるさと納税を、市長も大きな自主財源の一つということで

今回掲げておりまして、シティセールス課を中心にやっています。そう

した中で、シティセールス課が所管ですが、そこの一課だけではなく、

各部から一人ずつ担当を決めまして、その連絡協議会とかいうのを作っ

て、まず、職員に徹底をしていく。職員が親戚とか友達にまず働き掛け

ること。私どもは先週も東京に出張へ行きましたが、行ったときには企

業へも訪問し、また企業のほうには、企業版ふるさと納税もしかりです

けれど、やはり、そこには山陽小野田出身の職員さんもいらっしゃるの

で、その辺のＰＲもどんどんしているということで、市長が東京なり大

阪に行き、また私ども、また担当部長が外に出たときは積極的にそうい

うようなＰＲはしているところでありますけれど、まだまだ足らないと

いうところもあります。そうした中で、議員方にもお願いですが、お知

り合いの方に、どんどんＰＲをしていただけたらとも考えます。 

 

長谷川知司委員 １０５ページの財産売払収入ですが、土地売払収入で、これ

は何件で、それぞれどこが売れたかを教えてもらえますか。 

 

篠原企画部次長兼財政課長 １０５ページの市有地売払収入、土地のほうです。

お配りしていますその他関係資料の１８ページに、件数と金額は計上し

ています。詳しい場所が必要ですか。 
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長谷川知司委員 言えれば言ってください。 

 

篠原企画部次長兼財政課長 まず、土地の売却につきましては、市有地の関係

が５件あります。それから法定外公共物が５件売却となっております。 

 

梅田財政課主幹 平成２９年度の売却土地の情報についてお答えします。まず、

市有地の売払いですけれども、一つが、場所が大字厚狭、大字でとどめ

させていただきたいと思います。売却相手は個人です。売却した面積が

４．４３平米で売却価格が３万２，７８２円ということです。これは旧

山陽町の名義の井戸が存在しておりまして、隣の宅地をお持ちの方が宅

地を売却するに当たって、この井戸も自分が買い取って一緒に売却した

いという意向を示されましたので、これは随意契約でその方に売却した

ものです。次に、二点目、場所が大学通二丁目。売却相手が山口県です。

売却面積が５１．０２平米、売却価格が８３万６，７２８円です。こち

らにつきましては、小野田赤十字病院のところにウツケ川という川があ

りますが、そこを通っている県道があります。その県道がウツケ川を渡

るところに歩道がありませんで、歩行者は、そこまで歩道があるんです

けれども、このウツケ川を渡るところだけ車道を歩かなければならない

というような状況がありましたので、山口県が市の土地を事業用地とし

て購入して、そこに歩道を造りたいということで、山口県に売却したも

のです。続きまして３件目、大字小野田です。これは個人の方に売却し

たもので、売却面積が２６．９４平米、売却価格が４０万４，１００円

です。場所は須恵小学校の近くなんですけれども、市道の残地がありま

した。残地に隣接する敷地をお持ちの方が、こちらも土地を売却するに

当たって、この残地も自分で購入して一緒に売却したいということでし

たので、こちらのほうも個人の方に売却したものです。続きまして４件

目、大字郡、こちらは法人に売却いたしました。売却面積が３６平米で

す。売却価格が２１万６，０００円で、これは法人の方が施設を建設す

る用地として欲しいと言われましたので、売却したものです。続きまし
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て市有地の５件目、これは大字小野田です。これは個人の方に売却した

ものです。売却面積が１０３平米、売却価格が１４７万２，９００円で

す。こちらのほうも埋立地の残地を市が持っていたものを、隣接する土

地の所有者の方が自分の土地として一緒に利用したいということで購入

していただいたものです。続きまして、法定外公共物の売却５件につい

て御説明します。一つ目が大字高畑と大字千崎にまたがっておりますと

ころを法人に売却しました。高畑のほうが９８４．７０平米、千崎のほ

うが１２２．７９平米ということで、合計１２１万８，２３９円で売却

しております。こちらにつきましては、太陽光発電を設置するためのも

のです。次に、法定外公共物の２件目、これが大字津布田です。売却相

手は法人です。面積が６７６．０４平米、売却価格が６１万５，１９６

円です。こちらも太陽光発電を設置したいということで購入されたもの

です。法定外公共物の３件目、大字厚狭です。売却面積が７，６２８．６５

平米、こちらの売却価格が９１万５，４３８円で、こちらも太陽光発電

を設置するということで購入されたものです。続きまして、法定外公共

物の４件目、こちらが大字小野田です。売却相手は法人です。売却面積

が３，３９３．６５平米、売却価格が１，３９１万３，９６５円です。

こちらのほうは、ちょっと企業名は申し上げないでおこうと思いますけ

れども、浜河内のほうの会社でして、その会社の敷地の中に法定外公共

物が存在しているということで、このたびそれを精算して、全て自分の

ほうで購入させてもらえないかという相談がありました。地元の自治会

等とも協議しました結果、法定外公共物として残しておかなくても問題

はないということでしたので、そちらの企業に売却したものです。それ

から法定外公共物の５件目、これが大字西高泊、これも法人に売却した

ものです。こちらの売却面積は４．４１平米、売却価格が１万８，２１６

円です。こちらは開発に当たって、一体で開発したいということでした

ので、宅地として売却したものです。説明は以上です。 

 

長谷川知司委員 ありがとうございました。市のホームページに載っているよ

うな市有地の売却、これは主に宅地がメーンだと思うんですが、これが
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売れない理由は何かあるわけですか。 

 

梅田財政課主幹 市のホームページに載せている宅地が売れないという御指摘

ですが、実は、今年度に入って埴生のほうの市有地と中央一丁目のほう

の市有地が売却できております。やはり、利便性のいいところは、出せ

ば割と売れやすいという状況がありますけれども、やはり利便性が悪い

ところにつきましては、私どもも売却には非常に苦慮しておるところで

す。そういったところについては、こちらとしても何年かに一度、売却

価格の見直しを行って、下げられる場合には値段を下げて、また改めて

一般競争入札に掛けるという対応をしております。売却の方法としまし

てはホームページに掲載しておりますのと、あと市の広報に掲載すると

いうような形を取らせていただいておりますが、今後は、インターネッ

ト公売とか、そういったものの研究を進めて、ほかの売却方法につきま

しても研究をしていこうと思っております。 

 

長谷川知司委員 最後ですが、まつば園の横の土地です。これについての問合

せ等はありますか。 

 

梅田財政課主幹 まつば園の横、高栄二丁目の土地のことであろうと思います

けども、現在のところ、あちらの土地に対しての問合せはいただいてお

りません。 

 

森山喜久委員 同じく１０５ページで、財産貸付収入、土地建物貸付収入の中

で、収入未済額は１７５万１，７９０円計上されているんですけれど、

この件数と、もし理由が分かれば教えてください。 

 

梅田財政課主幹 件数は手元に持っておりませんので、お答えすることができ

ません。理由につきましては、これは大分以前から土地を個人の方にお

貸ししておったものが、そのまま過年度分として継続してきたものです

けれども、この貸付料が、公債権、私債権で言いますところの私債権に



72 

 

当たります関係で、消滅時効の成立におきましては時効の援用というも

のが必要になります。そのため、不納欠損処理を行っていない関係で、

今までずっとこのような形で残っています。 

 

河野朋子分科会長 ほかに、１０７ページまでいいですか（「はい」と呼ぶ者

あり）。１８款、１９款に行きます。１０６ページから１０９ページま

で。いいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）２０款の１０８ページから

１１５ページ。１１５ページまではよろしいですか。（「はい」と呼ぶ

者あり）１２０ページ、１２１ページ。市債に入ります。２１款１２０

ページから１２５ページまでの市債のところ。平成２９年度分で合併特

例債の残はどうなりましたか。 

 

篠原企画部次長兼財政課長 平成２９年度末の合併特例債の残高が１０２億

１，０５４万５，０００円となっております。 

 

河野朋子分科会長 歳入含めて全般的に何かあれば聞きます。 

 

髙松秀樹委員 全般ということであったので質問しますが、実質単年度収支が

６億２，０００万円の赤字となっています。結構大きな数字だなという

気がしております。なぜ６億２，０００万円の単年度の収支の赤字が出

たのかを教えてほしいと思います。 

 

篠原企画部次長兼財政課長 実質単年度収支が６億２，０００万円の赤字とい

うことですが、決算書で御説明をさせていただきたいと思います。決算

書の５ページに歳入歳出決算総括表ということで、議案の際にも御説明

を申し上げたところなんですが、まず、この表の２の歳入額、それから

３の歳出額、これを差引きしたものが、４の歳入歳出差引過不足額とい

うところで単純な差引きですが、１１億７０３万４，５２３円というこ

とです。これから翌年度へ繰り越すべき財源、６月議会のときに御報告

申し上げました繰越計算書での額ですが、６億８，８００万円を差し引
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いた６の（１）残高、翌年度への繰越し４億１，８６９万１，２２４円、

これが実質収支ということになります。これが平成２９年度の実質収支

となりますので、平成２８年度の実質収支と比較したものが単年度収支

ということです。この平成２９年度で言いますと単年度収支はプラスの

１，０６３万６，８０１円です。この中から平成２９年度中の赤字とな

る要素、黒字となる要素、財政調整基金への積立て及び取崩し、そして

地方債の繰上償還というのもあるんですけれど、平成２９年度は繰上償

還がありませんでしたので、財政調整基金からの取崩しは差し引くと。

それから財政調整基金への積立て、これはまた加えるという差引きをし

たものが、実質単年度収支ということになります。平成２９年度につき

ましては、財政調整基金からの取崩しが大学の薬学部校舎建設のための

財源とするために８億４，７００万円程度取崩しをしておりますので、

これがお尋ねである実質単年度収支のマイナス６億２，０００万円の大

きな要因となっているところです。 

 

髙松秀樹委員 もちろん計算式も分かっているし、財調の部分でマイナスにな

っているというのは分かっているんですけど、まず予算を立てるじゃな

いですか。予算は出と入りが均衡した予算を立てますよね。何で決算の

ときに６億円の開きが出たんですかという質問なんです。 

 

篠原企画部次長兼財政課長 これが前年度との収支の比較によって出てくるも

のでありまして、単年度、平成２９年度の中においては収支均衡といい

ますか、差引き、あるいは実質収支においてはプラスで決算を打ってい

るということになります。 

 

髙松秀樹委員 財政の答弁は６億２，０００万円の単年度収支で赤字が出てい

ますが、基本的に問題ないんだということでよろしいということですね。 

 

篠原企画部次長兼財政課長 これにつきましては、先ほど御説明しました薬学

部校舎建設のための財源の立替えとしまして、財政調整基金から取崩し
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を行っているものです。これにつきましては、普通交付税の中の基準財

政需要額で、大学経費として需要額で算入される額の２割を後年度、そ

れを財源としてまた財政調整基金のほうに積み返すということをやりま

すので、このたびの６億２，０００万円の実質単年度収支の赤字につい

ては心配ない、計画どおりの額であるというふうに考えております。 

 

髙松秀樹委員 計画どおりの単年度で実質的に赤字が出るということは最初か

ら予想していたということでよろしいですね。（「はい」と呼ぶ者あり）

予算立てのときから赤字は予想していたと。平成１７年度から、ここに

三角印が付いたのは何回ありましたか。 

 

篠原企画部次長兼財政課長 現時点、把握できておりません。 

 

髙松秀樹委員 形式収支は黒字ですよね。でも、形式収支は余り意味がないの

で、実質の単年度収支、これが本当の単年度の捉え方だと思っているん

ですよね。それがマイナスになるということ自体が、川地部長はこれで

いいんだという顔をされていますけど、何となく我々は違和感があって、

こんなのでいいんかなというような気もするんですけど、今の財政の答

弁では全く問題ないんだというふうに僕は受け取りましたけど、そうい

うことですよね。 

 

篠原企画部次長兼財政課長 大学の薬学部校舎建設の際に、何年度か忘れまし

たが、委員会でシミュレーションということで、横長の平成四十何年度

ぐらいまでの表をお示ししたと思うんですけれど、その中でも平成２９

年度の決算におきましては、８億円幾らの実質単年度収支がマイナスに

なるという見込みでした。財政調整基金から取り崩して立て替えている

部分については、先ほどの説明のとおり、交付税での基準財政需要額に

算入された大学経費のうちの２割を財源に、また積み返していくという

ことですので、このたびの実質単年度収支の赤字については、予定どお

りといいますか、そう心配はないと考えています。 
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河野朋子分科会長 歳入全般について、よろしいですか。 

 

梅田財政課主幹 先ほど森山委員から質問がありました１０５ページの財産貸

付収入の収入未済額の件数ですが、４件です。この４件の方々の収入未

済額を積み上げてきたものです。なお、この４件につきましては現時点

では貸付を行っておりません。 

 

河野朋子分科会長 以上で歳入全般について質疑を打ち切ります。８番の審査

を終了します。次は７番に行きます。職員の入替えをしますので、２時

１０分まで休憩します。 

 

午後１時５８分 休憩 

 

午後２時１２分 再開 

 

河野朋子分科会長 それでは、分科会を再開いたします。審査番号７番につい

て。何かありますか。 

 

篠原企画部次長兼財政課長 すいません。審査に入る前に、先ほどの髙松委員

からの質疑で、合併後、実質単年度収支が赤字になった年度があるかと

いう御質問でした。今、調べましたところ、過去２回、実質単年度収支

が赤字になっております。一つが平成１７年度、合併直後の決算ではあ

りますが、実質単年度収支が７億８，６００万円のマイナスということ

になっています。それからもう一つが、平成２１年度１億６，６００万

円の赤字になっております。合併直後、平成１７年度大変厳しい財政状

況であったということを正に示しているところであろうかと思います。

この年は、単年度収支も５億５，０００万円超える赤字になっています。

それから、平成２１年度につきましても、単年度収支が１億１，２００

万円の赤字となっています。リーマンショックの後の決算年ということ
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で、単年度収支及び実質単年度収支ともにマイナスというようなものが

過去にありました。以上です。 

 

髙松秀樹委員 平成１７年度は前市長が「夕張みたいになる」と言う中で、単

年度収支の赤字を出したと思うんですけれど、当時は７億数千万円、今

回６億数千万円。数字は近いんですが、そのときの状況とは全く違うと

いう理解でよろしいということですよね。次年度平成３０年度は、こう

いう赤字計上はきっとないだろうという形でいいですか。 

 

篠原企画部次長兼財政課長 平成１７年度合併直後、あるいはその先ほど２１

年度、リーマンショックの後というのは、実質単年度収支でさえ赤字で

あったということで、本当に厳しい状況であったと考えます。このたび

２９年度につきましては、政策的な一つもありましての財政調整基金か

らの取崩しということもありますので、単年度収支につきましては、し

っかり黒字を確保しておるというところでありますので、大丈夫という

ことです。 

 

髙松秀樹委員 よく理解できましたが、平成２９年度単年度収支は１，０００

万円しかない。もう少しで赤字に転落するというところがあったので非

常に気になったので、これは、６億円の赤字が出ても大丈夫だというこ

となんで、来年は是非、ここは黒字化するようにという思いで質問しま

した。 

 

篠原企画部次長兼財政課長 委員の言われたことをしっかり肝に銘じまして、

不安のないような財政運営に努めてまいりたいというふうに考えます。 

 

河野朋子分科会長 はい、お願いします。それでは審査に入ります。審査番号

７番。１２款の公債費。ページで行けば２９２、２９３ページですがそ

こで質疑を受けます。よろしいですか。公債費についてはいいですか。

（「はい」と呼ぶ者あり）では、１３款の予備費について質疑を受けま
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す。よろしいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）では、申請番号７番に

ついての審査を終わりたいと思います。お疲れ様でした。 

 

（執行部退室） 

 

河野朋子分科会長 一応、審査は全て終了しましたが、決算委員会の総務文教

分科会としましては、審査を通じて委員の皆さんも課題とかいろんなこ

とが出てきたと思いますので、分科会として一応審査を終えて、自由討

議をしてはいかがかなと思いますが、よろしいですか。（「はい」と呼

ぶ者あり）自由討議というのも初めての方もいらっしゃいますが、今回

の審査を終えて、それぞれが課題とか、あるいは今後こういった問題提

起、そういったことについてそれぞれの意見を出し合いながら、ぶつけ

合いながら、ある程度この分科会の中で今回の決算についての、まとめ

と言ったらあれですが、そういったものができればなということで提案

をしましたので、御協力をよろしくお願いします。自由にそれぞれ意見

を出し合って、それに対して意見のある方は、出していくという形でや

りたいと思いますので、特にテーマというものは自由でいいですので、

それぞれ出してみてください。指名しなくていいですよね。自由でいい

ですよね。自由討議です。 

 

笹木慶之委員 自由討議ということで大変言いにくいことも多少言わんにゃい

けんかなと思うんですが、全般的に見てですね、教育委員会の関係でい

ろいろと考えさせられる、あるいは今後もう少ししっかりした協議とい

うか調査が必要かなというふうなところも多々あったように思います。

まず一点目は、昨日行ったエアコン設置の説明の中で、最後に、古川副

市長が市長の思いを言われた。それはむしろ一番最初に言うべきじゃな

かったか。それを前提に置きながら、実はこうなっていますという説明

をすれば分かったんですが、しかし今一番トップの最上位者の考え方が、

やっぱり動いていくという方向性でしょうから、それはそれで受け止め

ますが、今日も実はそういう傾向になったんです。だから、他市の状況
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等を見ながら、やっぱりもうちょっと俊敏に早く。というのは、私自身

は３月の代表質問でこのことを尋ねて、正にしっかり検討しますという

ことを後ほどペーパーに回答書でその後のことを書いたのを出された中

で、今日の回答というのは、少し対応が遅いんじゃないかなという気が

します。それがまず一点。二点目は、今日昼前にありましたが、学校の

司書の関係の問題。やはり、もう少ししっかりしたお答えが欲しかった

なと思います。三つ目は、シティセールスということで、市の魅力を発

信し、そして市民の気持ちを一つにしてうんぬんとありますが、これは

私も一般質問する事項ですから余り言いませんけれども、ただ、原課の

対応とうまくマッチしてないといいますか。例えば、文化財の問題にし

ても、正にシティセールスにとって文化財は大きな資源だと思うんです。

ところが、原課の内容は、やっぱりそこまで温度が行ってないと感じま

した。ということで、余り細かいことまで言うつもりはありませんが、

そういった対応について、今後、我々はしっかりこれから意見を出して

いくし、しっかりした回答を頂きたいという思いです。 

 

河野朋子分科会長 笹木委員からは三点について意見が出ましたが、ほかの方

はどうですか。まず、エアコンのことについてはどうですか。それぞれ

皆さんどのような感じですか。答弁が、昨日と今日と少し変わったとい

うところもありました。 

 

髙松秀樹委員 笹木委員と同意見なんでなかなか討議になりにくいですけれど、

一般質問でも私もいたしました、笹木委員の会派も代表質問で出された

ように、１日も早く付けていただきたいという思いです。最後の副市長

が前向きな発言をされたんですが、それ以前の答弁を聞いておると。ど

っちなんだろうというのがありますけれど、シティセールスとかシビッ

クプライドということを使ってますよね。そういった意味からしても、

ぐっと一歩も二歩も前進した答弁を、エアコンとかについてはすべきな

のかなという思いです。なおかつ、このエアコンを付けるときに、普通

教室と特別支援教室って話でしたが、例えば図書室だとかほかの教室も
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やっぱり付けるべきだという思いを持って聞いておりましたけれど、こ

れは政策的に進んでいくんだろうとは思っています、エアコンの場合は

ですね。皆さんもしかしたらね、学校にエアコンを付けるのは反対だっ

ていう人がいらっしゃれば、これが討議できるかなと思いますけれど。 

 

河野朋子分科会長 どうですか。エアコンについて反対という。 

 

笹木慶之委員 今日はいいんですよ。昨日ね、例の委託料が付いていますよね。

ところがそれが、平成３０年度に結論を出し、そしてそれから検討する

こう言っていましたが、平成３０年度出したんじゃ平成３１年度予算に

は反映できないということなんですよね。だから、もちろん委託した結

果はすぐ右から左には出ないと思いますが、やっぱり片方で急がせなが

ら、市の対応も同時進行で考えていくという手法をもって、やっぱり少

しでも早くその姿が見えるようにするということを、これから教育委員

会のほうにそういう話をしていくべきじゃないかなと思います。慌てて

やるという意味じゃなしに、しっかり時間を掛けてきているわけですか

ら、市としての方針を早く出して、その結果に基づいて敏感に動くとい

うことをお願いするというか、方向性を出してもらうということだと思

います。 

 

髙松秀樹委員 ９月の決算委員会に補正を出してきたというのは、僕は非常に

スピード感のある政策決定に近いと思っています、ここまでは。だから

僕は非常に評価できる部分があると。これはもう市長の思いなのかなと

いう気がしています。いろいろ聞いていると教育委員会は非常に慎重な

答弁を重ねておるというふうに思えば、それもしようがないのかなって

いうふうに思いますけど、我々議会というのはやっぱり結果が一番大事

なんで、今笹木委員が言われましたように、いつ付けるというタイミン

グが非常に大事になると思いますので、今後も含めてやっぱり僕はそこ

を早くしていただきたいなという気がしています。 
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宮本政志委員 私もエアコンの件は、一つだけちょっと懸念事項があるのが、

先ほど髙松委員の質問で、その調査は、する前提で調査するんですって

言葉を聞いたんで、調査の結果で悪かったらしないのかなというところ

は払拭されたんですよ。ただ、国の補助金が３．５倍になるということ

にまだなっていないですよね。なるっていうことを強く言われたんで、

じゃならんのやったらせんのかなというのは、ちょっと私の中の懸念事

項であったんです。だから、さっきの笹木委員の話じゃないですけれど、

やっぱり教育長が全く答弁されませんし、課長ばっかりが答弁されて、

やっぱり副市長、もしくは藤田市長が宇部のようにぽっとやるんだと。

やる前提で調査、あるいはどうだということをやっぱり言ってほしかっ

たっていうのが一点と、学校司書の件は、正直言うと、減らす理由とい

うのが、財政とかから減らすっていう話を教育長がされましたけれども、

教育の中で大事なところというのが幾つもあって、その中の司書、図書

室の役割、そういったものを少し理解していらっしゃるんかなというの

を非常に思いますんで、これはどうにか人を減らすというのは反対して

いきたいな、どうにか食い止めたいなと思いました。 

 

河野朋子分科会長 どうですか、ほかの方も。 

 

森山喜久委員 私もエアコンについては早急に付けるべきと思っています。実

際、先ほど髙松委員が言われたように、僕は９月補正見たときに、調査

するんだ、と。早いなというふうに思って、この間の答弁聞いていても

その部分だったら、来年、再来年いつやるんやろうと思った部分が早く

なった部分は、すごい評価できるなと。ただ、その後の部分をきちんと

やっていっていただきたいと思うし、やっぱり自信を持って、子供たち

の健康面を考慮してやっていくっていうところの部分は、みんなが望ん

でいることなんで、みんながより望む方向と思うんですね、それを進め

てもらいたいなと思います。あと、図書司書の件でいっても、学校の図

書室のほうも暑い最中で図書司書さんが頑張って、子供たちにちゃんと

訴える政策をやってこられているわけなんです。その成果があって図書
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司書を含めてですね、図書館の利用数、子供たちがやってきて本を読む

というふうなことが習熟されてきているのが見受けられる中で、やはり

今そういった成果を見える中で、人を減らすというふうなことにつなげ

ていくっていうのは、実際認められないし納得できないというふうに思

っています。 

 

長谷川知司委員 私がこの決算報告の中で感じたのは、役所の中の横の連絡と

かが不足しているというのを痛感しました。このたび、私は技術的には

学校給食センターについて言いましたけど、それについて、担当は大変

なのは分かっているが、それをどのように、横の部局で対応するのか。

そういうことがちょっと後手後手になってしまって、今回のような結果

になっているんじゃないかと思いました。またそれをカバーするような

ほかのスタッフの余裕もない。要するに、合併特例債がこの２、３年に

工事で集中するのは前から分かっていたわけですね。それに対してチー

ム山陽小野田で対応するというのが一番なのに、なかなかそれができて

ないということで、様々な事案で、何ていうかな、要らん金を使ったり、

あるいは後手後手になっているというのを感じました。 

 

河野朋子分科会長 エアコンとかのことで意見が出ていましたけど、長谷川委

員自体はどうですか。 

 

長谷川知司委員 エアコンについては私も設置するのは賛成です。ただ、今実

情を見れば日本全国がそういう設計業者の取り合い、それから今度は施

工する業者の取り合い、また部品あるいは製品の取り合いなんですね。

それがもう全国で取り合いになるというのは見えていますからね。今日、

副市長も言われたように、速やかに調査費を上げてそれで早くしますと

いうのは、私は精一杯の誠意ある回答だと思います。本当は何年以内す

るというのを言ってもらいたいんですが、それが言えない実情というの

は、私は、今言う日本全国でお互い取り合いだからちょっと言えないか

なというのは理解できます。 
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伊場勇副分科会長 エアコンについては、私も皆さん同じ意見で、いち早く付

けるべきだと思います。設置する時期や、それから一気に全部夏休みの

間とか、例えば工事がそれでもう済むのかとか、その辺のいろんな問題

があると思うんですが、明らかに早く計画を作らないと、また必ず来年

夏が来るので、そのときには間に合えばいいかなと思うのと、あと、埴

生小学校はもう現になくなるのは決まっていて、新しい校舎ができる中、

その対応や先の話もどうするのかなというところは今から考えていかな

ければいけないなと思っています。それから、司書のほうは、当市の特

徴だと思いますので、まだ問題点があるでしょうけれども、他市との差

別化ができている強みというところをもっと厳密に調査をして、成果を

しっかり出すべきだと感じました。あともう一点、ちょっと今回思った

のが、市役所の耐震、老朽化部分の改修の部分なんですけど、やはりそ

の長谷川委員からありましたけれども横の連携ができてないというとこ

ろが非常に感じられて、庁内のプロジェクト会議も、今現時点では３年

前に２回やって、それからプロジェクトチームという中での会議はして

ないと。要は横のつながりの会議をせぬまま、担当課が耐震改修につい

てしっかりやっていると。やはりこのシティセールスとか、やはりその

シビックプライドいうところにもやはりシンボルでなきゃいけないと思

うんで、この市役所というものは。なので、そこの横のつながりってい

うのをもっと強固にするのは、なかなかすぐには体制の問題なので難し

いと思いますけれど、プロジェクトチームを作って会議をするぐらいは

できるんじゃないのかなと感じました。 

 

河野朋子分科会長 今幾つか出ましたけど、何かありますか。 

 

髙松秀樹委員 エアコンのことなんですが、今委員も含めて全員エアコンは進

めていくべきだという話があります。このエアコンは、補正予算の審議

をしたにすぎないんで、ここはやっぱり議会としてもやっぱしっかり後

押しをできればいいのかな。つまり、山陽小野田市議会としてエアコン
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設置に向けて、何かやはり決議であったり要望であったりというような

ことをして、行政サイドを後押しするというのも必要なのかなという気

がします。もう一点、今、副会長が言った市役所の耐震改修工事。宮本

委員が質疑したときに僕も思ったんですが、２０年耐震設計で２０億円

掛かるんですと。宮本委員は、いや、それじゃあ済みませんよという話

があったんです。２０年度で２０億円って、１年１億円なんです。その

後、建て替えますといったときに、賛成したんですがこれ結局無駄にな

らんのかなって、やっぱり僕は思って。本当になんかね、このまま経費

が膨らんでいく可能性もあるし、かといって地震が来て崩壊しても困る

しというのがあって、なかなか難しいなというのを率直に感じました。 

 

森山喜久委員 耐震化の部分で、今、市民館を耐震補強する部分で、２０年も

たすという表現があったじゃないですか。それをやるって話を聞きよっ

たら結局もう２０年先なんか、まとめて現行の公共施設をどうしようか

という話になりかねないんじゃないかなと思いながらも、実際私も建て

替えたほうがいいんじゃないかという話を言ったんですけれど、２０年

耐震して２０億円、下手すればそれ以上掛かるって形の部分、例えばさ

っき副会長が言ったように庁舎内のプロジェクトチームを含めて、もう

一回全体的な確認をする必要があるんじゃないかと思ったりもしました。 

 

河野朋子分科会長 ちょっと整理します。エアコンについては、ほとんどの皆

さんが早く進めていってほしいし、やるべきだっていうところで一致し

たということでいいんですかね。一致したんであれば、髙松委員から提

案があったように、これは議会としてもっと後押しするという形を作っ

たほうがいいんじゃないかという、これも分科会として今提起があった

ことに対して一致はできるんですかね。（「はい」と呼ぶ者あり）それ

は全体の委員会の中で分科会としてこういった動きがあったので、こう

いう後押しを議会全体としてすべきだというところで一致したという、

今後の分科会長報告の中でそういうふうにしたいと思いますが、その件

一つ置いておきますね。今、二つ目で、市庁舎の件が出てきたので、そ
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の件について少し意見を出し合って、市役所の耐震化について、少しど

うなのかっていう提起がありましたので、その辺についてそれぞれ。こ

れはもう耐震化で進んでいますし、耐震化の賛成はしてそれで進んでい

る中で、ちょっと疑問が出てきたというようなことなので、その点につ

いてどうぞ。 

 

笹木慶之委員 私は今回のこの庁舎の問題は耐震化問題と老朽化問題と、それ

から利用度のアップというか機能の整備になっていると思います。耐震

化の問題は避けて通れない問題で、あとは老朽化にどのように対応する

かという問題があろうと思います。それと機能アップ。やはりね、私は、

この庁舎というのは市民の財産ですから、やっぱり有効的に、今までの

流れを何て言うかな、いろんな耐震診断なんかをしてきたわけで、まだ

使えるという結論が出ているわけですから、それに基づいて今執行部が

やっていることについては、私は筋が通っているんじゃないかと思いま

す。ただ、会議を重ねるごとに数字がどんどん動いていくからね、それ

に対する心配が多少高まってきますが、逆にせんでいいとかそれでいい

という部分も含めてね、やっぱりもう少し考えたほうがいいんじゃない

かなと思う。聞けば、毎回毎回数字が上がってくるような傾向を持って

いるんでね、この際この際という。それだったら、宮本委員辺りが思う

ように、それやったら建て替えたほうがいいじゃないかという計算にな

るわけ。だから、やっぱり、耐震の関係をベースにしながら老朽化して、

これは耐えられない、やっぱりこれ機能アップしたほうがいいという部

分をクリアしていくという方向の中で、やっぱり考え方を整理していっ

たほうがいいんじゃないかなと思います。だから、金額が上がれば良く

なるということじゃないわけで、身の丈のことをしていくというか、

２０年といえば２０年対応の考え方を持っていくような部分も、ある意

味要るんじゃないかなと思います。片方では、さっき言った公会計が始

まってということが言われましたから、きちんと減価償却をやって資金

をためてという形の中で、後世に備えていくと。私はそういう判断が必

要じゃないかなと思います。 
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髙松秀樹委員 手続が間違っていると思っていないんです。ただ言われるよう

に何か最初の話とだんだん違ってきているなという気がして、それで、

最後計算してみたら、これ建て替えたほうが良かったじゃないかという

ことになりゃせんやろうかと思って、僕はそこの金額の積上げが専門家

やないので分からんのですけど。今回の質疑を聞いちょくと、えっと思

うのがまず一点。南側向き全部木を切ったやないですか。宮本委員は、

あんな木は要らんから切れという話をするんですけど、それはしようが

ないんですけど、僕はだんだん無機質になっていく気がして、この市庁

舎が。もう少し、市民が集える場というところからだんだん遠ざかって

いく、それを僕たちはどの場で言うのかってもなかなか難しいことにな

ってくるんで、これはちゃんと注視をして、総務の委員会の中ちゃんと

見て、行政と情報交換をしながら、先ほどの縦割りとか横割りの話もさ

れましたけれど、僕たちは僕たちでやっぱり行政とちゃんとやっとかな

いと。宮本委員の言われるとおりに数年後に、あれってなるのもまずい

のかなという気がして。そんなことはならんと思いますよ。ならんと思

いますけど、何となく数字が膨らんできよるのも事実なんです。それは

確かに怖いと僕は思っています。 

 

宮本政志委員 建物に関しては長谷川委員のほうが完全なプロフェッショナル

なんですけれど、そうなんですよ。結局新しく建ったら６０億円掛かる

と。最初なんかちらっと聞いたときには３億円。積立基金もない。でも、

２０年間、ちょっとずつやっていくその間に万が一大きな地震が来たら、

災害対策本部になるわけですから、その間どうしようかというところか

ら耐震化と改修が出たと思うんですよね、老朽化に対する。そこで、金

額のほうを抑えるために、僕が言いたかったのは中途半端な工事をした

んじゃ、またちょこちょこお金が掛かったり、あるいは本当に２０年も

たすための工事が無になるという前提からも考えて、だけどそれをいや

２０年も出すという前提でいくと、３億円が１３億円、１３億円が２０

億円。調査報告書を見ると、これ建替え大丈夫というぐらいな、もう本



86 

 

当に重症な建物だなと思ったのと、あともう一つはね何か職員の方の生

命を軽視しているように思ったところもあるんです。防火ダンパーとか

防火設備、扉が、閉めようと思った、点検で。ところが閉めたらこの開

かんようになるから点検できませんでしたとかね。これ、もし火事が起

きて、それは市民の方も多くいらっしゃるけれど、職員の方も何百人も

おって、せっかくそういった障害設備が起動しとったら助かったのにと

いうケース。だってこれ民間がやったら大変なことです。消防署が点検

に入ったり建築確認で確認したりする。行政ですから。やっぱりそうい

うのを全部引っくるめると、果たして本当にできるのか。でも予算あり

きでやってしもうたら、また、２０年後大丈夫というところにある思い

なんです。相変わらず、建て替えたほうがいいという考え方は変わりま

せん。 

 

河野朋子分科会長 長谷川委員は、専門的な観点からしたらどうなんですか。 

 

長谷川知司委員 まず老朽化については、建物は２回ほど改修しています。そ

のときに、私が覚えているのは新しいほうのときの改修では、建物のコ

ンクリートをリフリートっていうことで、要するに老朽化したコンクリ

ート再生してやっています。そういうことで、老朽化については全然問

題ない。建物も支障ないというのは感じています。ただ、文書庫につい

ては、当初文書庫でないところに文書とか入れて重たい物をいっぱい積

んでいますから、あそこの床はちょっと危ないなと思います。当初の計

画どおりの構造計算以上の物を積んでいるというのは私も分かります。

あそこは直さんにゃいけんなと思います。それ以外では、構造的にはち

ょっと化粧が落ちたようなところがありますけど、老朽化はいいなと思

います。それから耐震化については、是非せんにゃいけんもんです。そ

れで今、執行部はアウトフレームで居ながら工法というのを盛んに言っ

ていますが、確かにこれはいい方法です。ただ、それが実際、実施設計

したときに、費用対効果でいえば違う工法のほうが安かったとかそうい

うのもあるかもしれないですね。だから、アウトフレームで居ながら工
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法というのをすごく言われていますが、果たしてこれがベストなのかど

うかというのはちょっと私ももうちょっとチェックせにゃいけんと思い

ますが、いい方法はいい方法です、一つの。ただ、そのアウトフレーム

工法をしたときに、そのアウトフレームというのが外側にこういう四角

い足を付けるわけですね、それが無駄だからそこを例えば一つの倉庫と

か数とか、そういう形でまたそれも活用があるんですね。そういう発想

でやっていただきたいと思うんです。それは今後、個人的にも担当者の

ほうには伝えます。耐震化はそういう形でやってもらいたい。それと費

用が伸びていったっちゅうのは、結構私も不信感があるんですが、別館

の北側に別棟の替わりを造るということですね、これは、それを造るこ

とで、結構予算が高くなったなというのは感じています。ただ、教育委

員会側のほうにエレベーターが要るというのは、当然要るんですね。そ

れを考えたときに、文書庫も要る、電算とかの、要するに今あるところ

だったら水につかるから、つからんようにしないといけない。それをど

こにするかというのが頭になかったと思う。結局、それを、このたび造

る２階に持っていこうということで話が落ち着いたんじゃないかなと思

うんですね。そういう形で今、人事課からいったらスタッフが変わって

いるんですねこの４月から。だからちょっと大変だったろうなと思いま

す。じゃけど、これを認めちゃいけませんので厳しく議会のほうはチェ

ックしていって、要するに予算は必要最低限の予算で行って、余り法外

に上がるっていうことは私も好ましいとは思いません。それと、何年か

後にこの本庁舎を建て替えたときに、別館と今回増築予定のところは残

るわけですね。別館が今築後２７年と言いますけどそんなに損傷ないし

きれいになっているんですね。だから、今回２０億円使ったとしても、

それが全部建替えするときに消えるんでなくて、別館のところと北側で

すか、そこが残るということで考えれば、ちょっと費用対効果もどうな

るかちょっと私まだ計算してないですけれど、全てが消えるというわけ

じゃないと思います。それから、この本館の設備の更新は是非せんにゃ

いけんと思います。やはり給排水、それから空調等も相当古いですし、

議場の空調についてもちょっと古いなと思いますから、そういうのは快
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適性を求めて、やって良かったと思えるように、こっちが厳しくチェッ

クしていかにゃいけんなと思います。 

 

河野朋子分科会長 市庁舎については、完全に何かみんなではこうしなくちゃ

というふうにはなかなかまとまりにくいのか。まだ、いまだに建替えに

ついても策がどうかという意見もあったし、いやいや今のとおりやって

いってもらって、しかも、でも費用をちゃんと抑えていくとかいろんな

チェックは、やっぱりすべきというところはあったと思うんですけれど。

ちょっと意見が微妙に違っていたのかなという感じはしたんです。だけ

ど、不安がちょっとこの審査によって結構出てきたというのは間違いな

いので、総務としては経過のチェックが必要になってきたというのは分

かってきました。学校司書は、今回初めて出てきた問題というか、意外

なところから出てきたんで私もびっくりしたんですけれど、むしろ拡大

してほしいという意味で質問したんですけれど。 

 

笹木慶之委員 今の件ですが、私も聞いておってあららあららと思って。教育

部長も何回も同じところ繰り返しながら、同じことを言っておられたん

ですが、肝腎ななぜというポイントが抜けておったんです。だから、こ

れは今答えを出すということやなしに、要は今現実が充足されておるわ

けですから、これからのいろんな取組を見て、なるほどという合理性が

本当にあるならば、それはそれとして理解することも一つの方法かと思

いますが、今の段階ではそういうところには至ってない。あえて言うな

らば今日あの話を出さなくていいんじゃないかというところにあったわ

け。誰もそんなこと聞いているわけないわけでね。だから、個人の思い

を言われたのかなと思ったんですが、しかし、委員会とすればそうはな

らんというところで。だから、これからよく状況見ながら精査していく

べきであろうと。今日のところじゃないだろうと思った。 

 

河野朋子分科会長 個人の思いを言うんであれば、もっとほかのところで言っ

てほしいときには言ってなかったので、むしろほかのところでもうちょ
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っと教育長の意見を聞きたいところがあったんですけど、わざわざあそ

こで逆にマイナス的なことを言われたんで、私はすごいショックだった

んですよ。何かそういった考えもあったり、今後の方向性がもしかして

そういうところに向きそうだとしたら、やはりこれも委員会としては、

今後注視していく必要があるのかなというのを確認したということでい

いですね。 

 

髙松秀樹委員 全体で、二つあります。一つは決算のやり方なんですけども、

最初に全体会が全員であって、大まかな説明があるんですが、そこが非

常にやっぱり質疑が低調になりかねん状況があると思っています。そう

いうことを踏まえて、これはちょっとやり方を考える必要があるという

のがまず一点。もう一つは、この事務事業評価シートの決算額はあるん

ですが予算額が載っていないんで、結局１枚で見れないんです。今回も

１０億円の不用額を出しています。そこの確認がきちんと取れないんで、

できればこの事務事業評価シートに予算額も入っていれば、まだ見やす

かったなという思いがあります。 

 

河野朋子分科会長 今回、資料についてもいろんな不備がありました。 

 

笹木慶之委員 私は全く同感なわけで、委員会の中で執行部から決算の説明が

ありましたが、こう言っちゃあれなんですけど、説明されなくてもね読

めば分かる程度のもので。ただ、その説明に対する質疑ができない。で

きないことないけれど、あの場ではなかなか難しいですよね。だから、

やっぱりあるべき姿を検討すべきだと思います。もう一点は、今言われ

た資料の中身が大変煩わしい形になっている。もっと簡単に処理ができ

る方法でないと。前の資料を持ってきて出してと言ったって、これ、難

しいと思いますよ。ない人もおられるでしょ。先日インターネットで配

付されました。私も見たけど、読めんのよ、字が小さくて。それで、事

務局のほうへ実際言ったんです、出してもらえるのかなと。ところが、

その答えは最後まで来てないんですけれど。ちょっと困っている。だか
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ら、やっぱりもっと審査しやすい方法にしてもらわないと少し困るなと

いう気がします。 

 

河野朋子分科会長 この資料を求めたのは、議会側として多分、事業評価シー

トを求めていると思うんです。それに付随する資料。それを、もうちょ

っと今言われるようなところを改善するとなると、予算時の予算調書と

いうんですか、あれも求めて一緒に付けてもらえれば、その部分は解決

すると思うんですよね。髙松委員が言われたのは何でしたっけ。全体会

での最初の議論が。 

 

髙松秀樹委員 先ほど決算委員会の中で、最後に僕が質疑した全体的な決算状

況なんですけれど、実はあのときに質疑すべきものじゃなくて、全体会

のときにすべきだったんですが、なかなかやっぱりあの全体会の中で、

笹木委員が言われるように質疑するのが難しいという状況もあったりし

て、また、執行部の説明が非常に概略説明で終わる。あのときに２時間

も３時間もしませんので。そういう意味からして、いろんなところを見

付けにくいのがあるということで、やり方を再考したほうがいいんじゃ

ないかなと思います。 

 

河野朋子分科会長 そういうことですね。委員会の進め方ですね。それは、今

後の問題ということで。 

 

宮本政志委員 審査の中で、さっき長谷川委員もちょっと触れられた市有地の

土地の売却とかあったでしょ。南部福祉センターの解体事業とかを見て

ぱっと浮かんだのが、新幹線口の区画整理の土地の単価というか簿価と

いうか、そういったものとかがちょっと浮かんできたんですよね。簡単

に言うと、要は市有地を売却するときに、もともとの根拠になる簿価が

恐らく高すぎて、それに今度は無意味な経費が重なって、そして、それ

は売りたいであろう売却したいであろうという希望額があったにしても、

それと実際の市場で動いているのと余りにもかけ離れてというところと
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かっていうのは、やっぱり市民の財産なんで、結局そういったところと

いうのを何か決まりごとがあるのかもしれないんですけど、やっぱり市

の責任として、やっぱり掛けんでいいところは掛けん、やっぱり早くで

きるところは早く手放していくような形を何でしないのかなとつくづく

感じました。 

 

河野朋子分科会長 新人ならではの、そういうやっぱり外から入ってきてすご

くそういったことに違和感があるのかなと思いましたけれど。自由討議

の中で今何点か少し絞り込めたと思います。一点は、議会として後押し

しようということになりますので、委員会できちんと分科会としてのそ

ういった提案をするということ。それから、総務委員会として今後注視

していかなくちゃいけない課題、所管事務調査と関連してくると思いま

すけれど、そういうところも出てきましたので、この決算委員会でかな

りいろんなことが出てきたなと思います。 

 

笹木慶之委員 エアコンの問題です。先ほどはいわゆる現状を踏まえた市の取

組の姿勢を言いましたが、やっぱり実行するについては、有効な財源を

適切に使うということも非常に大事なことなんです。だから、国が今動

いているというところをやっぱりきちっと情報を取って、一番有利な財

源を調達した中で進めていくことも、当然、これは不可欠な問題である

ということは、やっぱり大事にしてもらいたいと思います。 

 

河野朋子分科会長 そういうことも踏まえて、きちんとした形で文書にしない

といけなくなりますので、今の意見も参考にしたいと思います。ほかに。

この決算について、よろしいですか。全体会の委員会の中でそういった

ことは提起していきたいと思いますので、それはこちらのほうでよろし

いですか。（「はい」と呼ぶ者あり）一応、分科会は、自由討議まで終

わりましたので、総務文教分科会を閉会いたします。 

 

午後２時５６分 散会 
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平成３０年（２０１８年）９月４日 

 

一般会計予算決算常任委員会総務文教分科会長 河 野 朋 子   


